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第１章 計画の策定に当たって 

 計画策定の背景と趣旨  

少子化の進行や出生率の長期的な低下が進み、社会保障をはじめ、わが国の社

会経済全体に急速な構造的変化をもたらし、深刻な影響を与えるだけでなく、子

どもたちが健やかに育つ環境を形成するうえでも大きな課題となっています。 

子ども・子育て支援については、少子化社会対策基本法（平成15年制定）等に

基づき、総合的な施策が講じられてきました。 

しかし、少子化は依然として進み、子どもや子育てをめぐる環境は厳しいこと

から、質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供、保育の量的拡大及び確

保並びに地域における子ども・子育て支援の充実を図るため、平成24年（2012

年）８月に「子ども・子育て支援法」など、子ども・子育て関連３法が制定され、

子ども・子育て支援の新たな制度が制定されました。 

市町村には、国の指針で定める提供体制の確保等に関する基本的事項や参酌標

準等を踏まえ、潜在ニーズも含めた地域での子ども・子育てに係るニーズを把握

したうえで、新制度の給付・事業の需要見込み量、提供体制の確保内容及びその

実施時期等を盛り込んだ「子ども・子育て支援事業計画」の策定が義務付けられ

ました。 

また、時限立法である「次世代育成支援対策推進法」に基づき策定された『次

世代育成支援行動計画』は義務策定から任意策定に変更されました。 

本町では、「標津町次世代育成支援行動計画」が平成26年度に最終年度を迎え

たことから、子どもの成長・子育て支援に関する総合的な計画である『次世代育

成支援行動計画』と、幼児期における「学校教育・保育、地域の子育て支援につ

いての需給計画」である「子ども・子育て支援事業計画」を一体的に策定します。 

「子ども・子育て支援事業計画」と「次世代育成支援行動計画」との関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

次世代育成支援行動計画 

子どもの成長・子育て支援に 

関する総合的な計画 

子ども・子育て支援事業計画 

サービス給付量と確保策 
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 計画の位置付け  

本計画は、「子ども・子育て支援法」第61条に規定された「子ども・子育て支

援事業計画」として策定するもので、「次世代育成支援対策推進法」第８条に基づ

く「市町村行動計画」の内容を包含し、本町におけるおおむね18歳未満のすべて

の子どもと家庭を対象とした子ども施策を総合的・一体的に進めるための計画と

して位置付けるものです。 

また、本町の町政運営の総合的指針である「ふるさと新生プラン」と整合を図

り、子育て支援に関する今後の取組の方向を示すものとして策定します。 

子ども施策は、保育など子育て支援サービスを充実するだけでなく、地域で暮

らす子ども、その子どもを育む家庭を、教育、子育て支援、コミュニティ、保護

者の就業・雇用、生活環境、若者の自立支援などの面から、総合的に応援する地

域づくりを進めようとするものです。また、その方向性を指し示す「子ども・子

育て支援事業計画」は、まちの未来を担い、委ねるべき人を育むための計画とい

う重要な役割を持っています。 

 

 計画の期間  

本計画は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、平成27年度から平成31年

度までの５年間を計画期間とします。 

 

 計画の策定体制  

本計画の策定にあたり、幅広い意見を反映させるため、関連団体代表や住民か

らなる「標津町子ども・子育て会議」を設置し、協議しました。 

また、本町の子育て支援に関する様々な基礎的データを収集するために、平成

25年11月に「子ども・子育てに関するニーズ調査（就学前児童・小学生）」を行い、

本計画策定の資料としました。 
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第２章 子どもと家庭等を取り巻く状況 

 標津町の人口・世帯の状況  

 人口動態 

平成 21 年以降、総人口は年々減少を続け、平成 26 年 4 月 1 日現在の本町

の人口は 5,462 人です。 

■総人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本町の「0～14 歳」人口の割合は減少傾向にあり、平成 26 年では 12.9％

です。 

■人口構成割合の推移 
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本町の 18 歳未満の子ども人口は減少傾向にあります。 

平成 26 年 4 月 1 日現在の 18 歳未満人口は、884 人です。 

■こども人口の推移 

区 分 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

0-2 歳 125 125 127 126 120 114 

3-5 歳 155 158 139 124 122 119 

低学年 6-8 歳 184 160 159 157 155 129 

高学年 9-11 歳 181 173 185 180 171 162 

中学生 12-14 歳 192 198 184 176 166 183 

高校生 15-17 歳 198 193 192 184 192 177 

18 歳未満人口 1,035 1,007 986 947 926 884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年4月1日現在） 

 

本町の出生数は、年々減少傾向にあります。婚姻件数も同様です。 

本町の合計特殊出生率は全国よりは低いものの、北海道より高く推移してい

ます。 

■出生数等の推移 

区  分 平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

出産数 45 38 43 39 38 

死 産 2 0 2 0 1 

新生児死亡 0 0 0 0 0 

周産期死亡 1 0 1 0 0 

合計特殊出生率 1.36 1.34 1.36 - - 

婚姻件数 34 30 24 22 17 

離婚件数 12 12 6 13 11 

資料： 釧路・根室地域保健情報 
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資料：人口動態総覧の年次推移 

 

 

 

 

 

 世帯の動向 

本町の世帯数及び世帯当たり平均人員は減少傾向です。 

■世帯数と平均世帯人員の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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子どものいる世帯は、その数と一般世帯に対する割合ともに減少傾向にあり

ます。 

その中で、核家族世帯割合が増加し、核家族世帯のうちの一人親世帯割合も

増加傾向にあります。 

■世帯類型の推移                        〔単位:世帯（％）〕 

区  分 平成 7 年 平成 12 年 平成 17 年 平成 22 年 

一般世帯数（親族世帯）（Ａ） 1,759 1,685 1,645 1,562 

6 歳未満の子どものいる世帯（Ｂ） 342 298 259 204 

B/A(%) 19.4 17.7 15.7 13.1 

  
  
  
  
  
  

核家族世帯（a) 227 210 197 162 

a/B(%) 66.4 70.5 76.1 79.4 

  
  

一人親世帯(c) 9 7 11 10 

c/B(%) 2.6 2.3 4.2 4.9 

その他家族世帯(b) 115 88 62 42 

b/B(%) 33.6 29.5 23.9 20.6 

18 歳未満の子どものいる世帯（Ｃ） 827 682 630 540 

C/A(%) 47.0 40.5 38.3 34.6 

  
  
  
  
  
  

核家族世帯(d) 551 466 445 413 

d/C(%) 66.6 68.3 70.6 76.5 

  
  

一人親世帯(f) 63 44 50 64 

f/C(%) 7.6 6.5 7.9 11.9 

その他家族世帯(e) 276 216 185 127 

e/C(%) 33.4 31.7 29.4 23.5 

資料：国勢調査 

■6歳未満の子どものいる世帯等の推移 
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■18歳未満の子どものいる世帯等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※一人親世帯割合：18歳未満の子どものいる世帯に対する割合 
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 結婚や就業の状況  

 未婚率 

国勢調査のデータから本町の女性未婚率を北海道のデータと比べてみると、20

歳以上の全年齢階層で北海道より低くなっています。 

■標津町女性の未婚率（資料：平成22年国勢調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■全国と北海道の未婚率（資料：平成22年国勢調査） 
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 平均初婚年齢 

北海道の平均初婚年齢は、全国より若干低い傾向ですが、夫、妻ともに年々上

昇しています。 

■平均初婚年齢の推移 

区  分 
夫 妻 

北海道 全国 北海道 全国 

平成 20 年 29.8 歳 30.2 歳 28.2 歳 28.5 歳 

平成 21 年 29.8 歳 30.4 歳 28.4 歳 28.6 歳 

平成 22 年 30.1 歳 30.5 歳 28.7 歳 28.8 歳 

平成 23 年 30.2 歳 30.7 歳 28.7 歳 29.0 歳 

平成 24 年 30.4 歳 30.8 歳 29.0 歳 29.2 歳 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 

 

 

 

 

 

 第１子出生時の母親の平均年齢 

第１子出生時の母親の平均年齢は、北海道、全国ともに年々高くなり、全国平

均では平成23年で30歳を超えました。北海道は全国と比べ0.5歳低く推移して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：厚生労働省「人口動態統計」 
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 女性の就業状況 

平成22年の国勢調査のデータから本町の女性の就業率をみると、全年齢階層で

北海道や全国より高い傾向にあります。 

その中で、30歳代で就業率が低くなり、Ｍ字型曲線の名残が見受けられます。

結婚や出産の影響によるものと思われます。 

 

■女性の年齢階層別就業率（北海道と全国との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■女性の就業率（全国と北海道）（資料：平成22年国勢調査） 

 

 

資料：平成22年国勢調査 
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 子育て環境の状況  

 保育所･幼稚園の状況 

本町には常設保育所として標津双葉保育園、川北つくし保育園、へき地保育

所として茶志骨みどり保育園、古多糠こばと保育園の合わせて 4 保育園があり

ます。（茶志骨みどり保育園、古多糠こばと保育園は平成 26 年度は休園中） 

■常設保育所の入所数等の推移（各年度4月1日現在） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

平 成 
26 年度 

保 育 所 数 2 2 2 2 2 2 

定 員 数 135 135 120 120 120 120 

入所児童数 85 78 65 69 66 67 

内 
 

訳 

産休明け～6 か月 0 0 0 0 0 0 

0 歳 児 0 0 0 0 0 0 

1 歳 児 7 6 7 9 7 6 

2 歳 児 16 9 12 16 17 15 

3 歳 児 25 18 15 21 21 22 

4 歳 児 31 30 14 10 9 15 

5 歳 児 6 15 17 13 12 9 

保 育 士 数（うちパート） 12（4） 12（3） 11（3） 11（3） 11（5） 13（7） 

待機児童数 0 0 0 0 0 0 

■へき地保育所の入所数等の推移（各年度4月1日現在） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

平 成 
26 年度 

保 育 所 数 2 2 2 2 2 2 

定 員 数 60 60 60 60 60 60 

入所児童数 30 19 17 8 7 0 

内 
 

訳 

産休明け～6 か月 0 0 0 0 0 0 

0 歳 児 0 0 0 0 0 0 

1 歳 児 0 0 0 0 0 0 

2 歳 児 3 2 1 0 2 0 

3 歳 児 7 5 6 1 1 0 

4 歳 児 7 6 3 4 0 0 

5 歳 児 13 6 7 3 4 0 

保 育 士 数（うちパート） 5（2） 5（2） 4（2） 2（1） 2（1） 0（0） 

待機児童数 0 0 0 0 0 0 
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■各種保育サービスの実施状況       

保育所名 
実施保育サービス 

開所時間 対象児童 

標津双葉保育園 
月～金 7：30～18：00 
土曜日 7：30～17：45 
（土曜日は希望保育） 

1～5歳児 

川北つくし保育園 1～3歳児 

茶志骨みどり保育園 
月～金 8：15～16：45 

平成 26年度休園 

2～5歳児 

古多糠こばと保育園 2～5歳児 

 

本町には町立の幼稚園が 2 園あります。 

なお、川北幼稚園では、希望者に対して預かり保育を実施しています。 

 

■標津幼稚園児数の推移(各年度5月現在)                 （単位：人） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

平 成 
26 年度 

４歳児 年中 20 10 18 10 16 10 

５歳児 年長 14 22 12 18 13 17 

合  計 34 32 30 28 29 27 

 

■川北幼稚園児数の推移(各年度5月現在)                 （単位：人） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

平 成 
26 年度 

４歳児 年中 1 0 12 8 13 17 

５歳児 年長 11 16 17 12 8 13 

合  計 12 16 29 20 21 30 
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 児童生徒の状況 

平成26年度現在、本町には、小学校2校、中学校2校、高校が1校あります。 

■学校数、児童生徒数等の推移                     （単位：人） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

平 成 
26 年度 

小
学
校 

学 校 数 4 4 4 2 2 2 

学 級 数 21 20 21 15 14 12 

特別支援学級数 9 9 8 7 6 5 

児 童 数 365 333 348 339 325 291 

教 員 数 52 56 53 42 39 37 

中
学
校 

学 校 数 4 4 4 2 2 2 

学 級 数 12 13 12 8 7 9 

特別支援学級数 5 4 6 5 5 4 

生 徒 数 194 201 184 175 166 180 

教 員 数 43 47 51 36 35 36 

高
校 

学 校 数 1 1 1 1 1 1 

学 級 数 6 6 6 6 6 6 

生 徒 数 137 156 169 171 177 170 

教 員 数 20 24 24 25 23 25 

教員数：本務者 

特別支援学級：小学校、中学校、高等学校及び中等教育学校に、教育上特別な支援を必要とする

児童及び生徒のために置かれた学級。学校教育法の第81条に規定があり、これに基づいた学級

のため、81条学級ということもある。 

 

 子育て支援サービス 

保護者が仕事などのために、放課後家庭にいない小学校低学年の児童を預か

り、適切な遊びと生活の場を与える事業です。 

本町では、現在、2 か所で実施しており、標津町キラリ児童館では 3 年生ま

で、川北児童館では 6 年生までを対象としています。 

利用状況は、次の表のとおりです。 

■放課後児童クラブ（キラリ児童館）の状況 （各年4月1日現在） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

平 成 
26 年度 

対 象 児 童 数 119 101 101 91 95 89 

在 籍 者 数 51 66 58 59 56 40 

在籍割合（％） 42.9 65.3 57.4 64.8 58.9 44.9 
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■放課後児童クラブ（川北児童館）の状況 （各年4月1日現在） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

平 成 
26 年度 

対 象 児 童 数 86 93 99 109 107 93 

在 籍 者 数 72 84 77 91 87 85 

在籍割合（％） 83.7 90.3 77.8 83.5 81.3 91.4 

 

■放課後児童クラブの実施場所等 （平成26年4月1日現在） 

開 設 場 所 標津町キラリ児童館 川北児童館 

利 用 対 象 者 小学校１年～3年生 小学校１年～6年生 

開 設 時 間 
平日 13：00～18：00 
土曜・長期休業日 8：30～18：00 

 

本町には、２か所に児童館があります。 

月平均の利用人数は、全体では減少傾向にあります。 

■キラリ児童館の状況 （各年度末現在） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

児童指導員数 3 3 3 3 3 

年間延利用人数 11,055 10,821 9,876 9,624 7,603 

月平均利用人数 921 902 823 802 634 
 

■川北児童館の状況 （各年度末現在） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

児童指導員数 3 3 3 3 3 

年間延利用人数 11,093 10,808 9,710 11,296 10,541 

月平均利用人数 924 900 809 941 878 
 

■児童館の月平均利用人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

921 902 823 802
634

924 900
809 941

878

1,845 1,802
1,632

1,743

1,512

0

500

1000

1500

2000

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

（人） 児童館の月平均利用人数の推移

キラリ児童館 川北児童館 合計



 15 

「親子交流館（おひさま）」、「親子ふれあいひろば（ポップコーン）」を拠点

に、子育ての相談、子育て中の親の交流の場、情報提供、遊び教室の実施、サ

ークルの支援などを行っています。 

親子交流館・親子ふれあいひろばでの相談内容と件数は次の表のとおりです。 

■親子交流館の相談状況            ■親子ふれあいひろばの相談状況 

相談 

内容 

21 
年度 

22 
年度 

23 
年度 

24 
年度 

25 
年度 

家 族 0 0 0 0 0 

健 康 2 17 11 10 4 

その他 0 0 0 0 0 

 

障害者自立支援法に基づき提供されていた児童デイサービスは、平成24年度から 

児童福祉法に基づき、児童発達支援と放課後等デイサービスが提供されています。 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

児童デイサービス 
支給決定実人数 23 21 13     

延利用日数 1,009 954 737     

児童発達支援  
支給決定実人数       6 5 

延利用日数       546 390 

放課後等デイサー
ビス 

支給決定実人数       5 9 

延利用日数       110 120 

 

青少年団体等の状況は、次の表のとおりです。 

■青少年団体等の状況 

区 分 

各 種 団 体 

子ども会 スポーツ少年団 
ＰＴＡ 

(小学校･中学校) 

団体数 会員数 団体数 団員数 団体数 会員数 

平成 21年度 3 67 16 258 6 532 

平成 22年度 3 65 16 243 6 528 

平成 23年度 3 65 15 217 6 516 

平成 24年度 3 78 13 212 4 469 

平成 25年度 3 74 15 224 4 456 

相談 

内容 

21 
年度 

22 
年度 

23 
年度 

24 
年度 

25 
年度 

家 族 0 0 0 0 0 

健 康 3 8 10 7 11 

その他 0 0 0 0 0 
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民生委員児童委員の活動状況は、次の表のとおりです。 

■児童委員等の活動状況 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

民生委員児童委員数 19 19 19 19 19 

主 任 児 童 委 員 数 2 2 2 2 2 

相談指導件数 
（児童に係わるもの） 

4 12 7 20 5 

 

公園等の遊び場の整備状況は次の表のとおりです。 

■ 公園等の遊び場の整備状況 

公園名 所在地 遊具 ベンチ 水のみ場 トイレ 

サーモンパーク 弥栄町 ○ ○ ○ ○ 

桜づつみ公園 弥栄町 × ○ × × 

しべつ「海の公園」 本町・鳩ヶ丘町 × ○ ○ ○ 

図書館前児童公園 緑町 ○ ○ × × 

緑町児童公園 緑町 ○ ○ × × 

若草町なかよし公園 若草町 ○ ○ ○ × 

望ヶ丘森林公園 望ヶ丘町 ○ ○ ○ ○ 

弥栄町児童公園 弥栄町 ○ ○ × × 

曙町児童公園 曙町 ○ ○ ×  × 

新川上町公園 新川上町 × × ×  ×  

農林公園（球場前芝生） 鳩ヶ丘町 × ○ ○ ○ 

川北農村公園（自然公園） 桜ヶ丘町 ○ ○ ○ ○ 

川北寿わんぱく公園 寿町 ○ ○ × × 

川北共栄旭わんぱく公園 共栄旭町 ○ ○ × × 

住吉町児童公園 住吉町 ○ ○ ×  ×  

伊茶仁児童公園 伊茶仁 ○ ○ ×  ×  
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■子どもと親のための社会資源・地域組織活動等-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設及び団体等 活動内容 担 当 

施設 

保育園 
・通常保育サービス 
・特別保育サービス 
・一時保育サービス（一時預かり） 

保育園 

母子通園センター 
・放課後等デイサービス事業  
・発達支援事業 

母子通園センター 

親子交流館 

親子ふれあいひろば 

・遊びのひろば  ・子育てはがき 
・育児相談    ・園開放 
・サークル支援  ・情報の提供 
・親同士の情報交換の場 

保育園 
川北生涯学習センター 

幼稚園 

・幼児教育 
・園開放 

幼稚園 

・遊びにおい DAY 
・読み聞かせ 
・ほっと HOT！TIME 
・午後希望保育 

(標津幼稚園) 

・預かり保育 
・午後希望保育 

(川北幼稚園) 

図書館 
・お話会（絵本読み聞かせ） 
・標津町版ブックスタート 

（３～４か月児親対象） 
図書館 

児童館 
・子どもの遊び場 
・放課後児童クラブ 
・子育て相談事業 

児童館 

生涯学習センター 

・通学合宿 
・体験教室（サイエンスフェア等） 
・夏休みラジオ体操 
・「親子ふれあいひろば」の開設   ほか 

生涯学習センター 

総合体育館 
・各種大会、スポーツ講習会・教室の開催 
・ふれあいスポーツデー 
・オホーツクマラソン大会     ほか 

総合体育館 

保健福祉センター 
・相談事業 
・健診事業 

・予防接種事業 
・訪問事業 ほか 

保健福祉センター  
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■子どもと親のための社会資源・地域組織活動等-2 

 

 

 

 

 

 

施設及び団体等 活動内容 担 当 

人材 

民生委員児童委員
(主任児童委員) 
活動 

・子どもをめぐる様々な問題についての
相談活動 

・行政機関とのパイプ役 
・地域のネットワークづくり 

保健福祉センター 

スポーツ推進員 
・スポーツ全体のコーディネーター 
・スポーツ行事の企画・運営 
・スポーツ指導 

総合体育館 

団体 

町内会 
・神社祭への参加 
・子ども会の活動 
（キャンプ、遠足、ごみ拾いほか） 

町内会 

健全な青少年を育
てる標津町民の会 

・あいさつ運動の推進 生涯学習センター 

子育てサークル 
・親同士の情報交換の場 
・子どもの遊び場 

子育て支援センター 

町体育協会 
スポーツ少年団 
活動 

・スポーツ指導 （16団体） 総合体育館 

標津スポーツクラ
ブすぽっと 

・スポーツ体験教室 
・軽スポーツまつり 
・ごみ拾いサイクリング 
・冬と遊ぼう        ほか 

総合体育館 

水泳協会 ・子ども水泳指導 総合体育館 

スケート協会 ・子どもスケート指導 総合体育館 

さわやか体操会 ・ラジオ体操指導 総合体育館 

老人クラブ 
・世代間交流 
・伝承活動 
（そばづくり、学校花壇整備） 

保健福祉センター 

社会福祉協議会 
・ボランティア教育の推進 
・高校ボランティア部の育成支援 

保健福祉センター 

その他 巡回児童相談 
・児童相談所との連携による障がい児に
対する相談及び指導 

保健福祉センター 
母子通園センター 
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 子ども･子育てをめぐる問題の動向 

全国的に児童虐待の相談件数は増加傾向にあります。 

釧路児童相談所における対応件数は、次の表のとおりです。 

■児童虐待相談取り扱い件数                  （単位：件） 

区 分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

全  国 44,211 56,384 59,919 66,701 73,765 

北海道 1,675 1,593 1,515 1,711 2,089 

釧路児童相談所 123 147 154 131 106 

資料：北海道釧路総合振興局保健環境部児童相談室（北海道釧路児童相談所） 

※平成25年度値は速報値 

 

■相談内容別対応件数（釧路児童相談所対応）          （単位：件） 

区 分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

身体的 28 34 37 37 18 

性 的 1 6 3 3 2 

ネグレクト 45 62 65 28 25 

心理的 49 45 49 63 61 

計 123 147 154 131 106 

 

■児童虐待相談の処理件数（全国）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料:厚生労働省「福祉行政報告例」 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童虐待とは、親又は親に代わる保護者等による以下の行為 

１．身体的虐待：生命・健康に危険のある身体的な暴行 

２．保護の怠慢（ネグレクト）：保護者の怠慢や拒否により健康的状態や安全を損なう行為 

３．性的虐待：性交、性的暴行、性的行為の強要 

４．心理的虐待：暴言や差別などの心理的外傷を与える行為 
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根室教育局では、いじめや不登校などの問題行動の状況を把握し、長期的・

短期的な対策を的確に構じるために、教育局内に「根室管内いじめ・不登校等

対策推進本部」を設置し、関係機関・団体、教育委員会などと連携を深め、問

題の解決に努めています。また、いじめの問題に悩む子どもたちや保護者から

の電話による相談を受けています。 

本町のいじめ、不登校等の件数は、次の表のとおりです。 

■いじめ・不登校等の件数                      （単位：件） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

い じ め 件 数 0 1 1 0 2 

不 登 校 件 数 2 2 2 1 1 

少 年 非 行 件 数 0 0 0 0 0 

資料：教育委員会 

 

 保健事業 

■健康診査の受診状況                      

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

4～5 か月児健診 

対象者数（人） 49 45 38 43 39 

受診者数（人） 48 44 36 43 38 

受 診 率（％） 98 97.8 94.7 100 97.4 

1 歳 6 か月児健診 

対象者数（人） 35 51 48 41 43 

受診者数（人） 35 51 47 39 42 

受 診 率（％） 100 100 97.9 95.1 97.7 

3 歳 児 健 診 

対象者数（人） 46 37 44 47 37 

受診者数（人） 45 35 44 46 35 

受 診 率（％） 97.8 94.6 100 97.9 94.6 

■乳幼児歯科検診の実施状況                    

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

1 歳 6 か月児 

受診者数（人） 35 51 47 39 44 

う歯あり（人） 1 1 0 2 0 

罹 患 率（％） 2.9 2.0 0.0 5.1 0.0 

3 歳 児  

受診者数（人） 45 38 46 46 36 

う歯あり（人） 21 19 17 18 12 

罹 患 率（％） 46.7 50.0 37.0 39.1 33.3 
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21.1 

16.5 

14.5 
12.9 

15.8 
16.9 
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8.4 7.9 

0
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10

15
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25

５歳児 小１ 小２ 小３ 小４ 小５ 小６ 中１ 中２ 中３

割
合
（
％
）

肥満傾向児の出現率（全国・全道比較）

H23-26標津町 H25北海道 H25全国

■乳幼児う歯罹患率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■肥満傾向児の出現率 

 

 

■訪問相談等の実施状況                       

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

母子健康手帳交付 交付件数(件) 43 45 43 38 38 

妊産婦訪問指導 訪問件数(件) 49 48 61 65 40 

乳幼児訪問指導 訪問件数(件) 55 40 51 76 40 

 

2.9 2.0 0.0
5.1

0.0

46.7
50.0

37.0 39.1

33.3

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25

（％）
乳幼児う歯罹患率の推移

1歳６か月児 ３歳児
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■相談・指導等の実施状況                    （単位：回、人） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

ママパパスクール 
（妊娠期の両親教室） 

開催回数  8 10 12 3 4 

延参加人数 45 31 47 19 12 

乳幼児健康相談 
開催回数  12 12 12 12 12 

延参加人数 125 173 164 161 141 

離乳食教室 
開催回数  6 6 6 6 6 

延参加人数 38 14 15 18 24 

 

 

■親子交流館での相談・指導等の実施状況（子育て支援関連）      （単位：回、人） 

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

子
育
て
相
談
室 

親子遊び 
開催回数  266 287 331 383 381 

延参加人数 2,207 3,885 4,961 6,243 5,274 

相談内容 

生活習慣  24 32 18 22 26 

発育･発達 31 22 28 28 19 

そ の 他 10 11 8 10 13 

合 計 65 65 54 60 58 

 

 

 

 

■乳幼児医療費支給状況                   

区  分 
平 成 
21 年度 

平 成 
22 年度 

平 成 
23 年度 

平 成 
24 年度 

平 成 
25 年度 

受給者証交付件数（件） 292 282 259 257 242 

医療費支給件数 （件 ） 3,006 3,175 2,840 2,832 2,581 

支 給 額（千円） 3,811 4,186 4,120 3,343 3,428 

１件当たり平均額（円） 1,268 1,318 1,451 1,180 1,328 

※ 通院件数は、歯科・調剤を含む。 
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 アンケート調査の結果  

 調査の概要 

本町では、子ども・子育て支援法に基づく新たな子ども・子育て支援の制度

（以下「子ども・子育て支援新制度」といいます。）の下で、教育・保育・子育

て支援の充実を図るため、５年間を一期とする「子ども・子育て支援事業計画」

を作成し、計画的に給付・事業を実施することになりました。 

この調査は、教育・保育・子育て支援に関する「現在の利用状況」や「今後

の利用希望」を把握し、計画作成の資料とするために行いました。 

１）調査の構成 
就学前児童を持つ保護者対象の調査(家庭単位) 
小学生児童をもつ保護者対象の調査(家庭単位) 

２）調査対象       就学前児童及び小学生児童のいる全家庭 

３）調査地域       町内全域 

４）配  付  数          
就学前児童のいる家庭：186 票 
小学生のいる家庭：237 票 

５）調査基準日 平成 25 年 4 月１日 

６）調査期間      平成 25 年 11 月 15 日～平成 25 年 11 月 27 日 

７）調査方法      郵送による配付・回収（小学生への配布は学校から手渡し） 

区  分 就学前児童の保護者 小学生の保護者 

１） 配付数 Ａ 186 237 

２） 回収数 98 138 

３） 有効回答数 Ｂ 98 138 

４） 有効回収率 Ｂ÷Ａ×100 52.7％ 58.2％ 
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40.8

53.1

6.1

20.4

8.2

1.0

0% 20% 40% 60%

日常的に祖父母等にみてもらえる

緊急時は親族等にみてもらえる

日常的に友人知人にみてもらえる

緊急時は友人知人にみてもらえる

いずれもない

不明

ｎ=98問2面倒をみてもらえる親族・知人の有無

 アンケート調査からの課題 

ほとんどの人が、日常的にあるいは緊急時に親族や友達にみてもらえる状況

にあります。 

しかし、「いずれもない」方

が、8.2％（8 人）いました。 

緊急時における支援が必要

です。 

 

 

 

就学前児童の保護者の就労形態をみると、全体の 22％が両親ともにフルタ

イム、22％がフルタイムとパートタイムの組み合わせで、「0～2 歳」児では

24％が両親ともにフルタイムです。 

子育てと仕事を両立するために重要なこととして、「職場の理解や協力が得ら

れること」とともに、「保育サービスや放課後児童クラブなどが整備されている

こと」「配偶者や家族の理解や協力があること」を望んでおり、職場、行政、家

庭それぞれにおいて両立支援について考えていくことが必要となりますが、町

としては低年齢児の保育や放課後児童クラブの充実が求められます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭類型とは、国の指針に基づき、両親

の就労の状況から類型化したものです。種

類は次のとおりです。 

 

 

タイプ 父母の有無と就労状況 

Ａ 一人親家庭 

Ｂ フルタイム*フルタイム 

Ｃ フルタイム*パートタイム 

Ｄ 専業主婦(夫) 

Ｅ パートタイム*パートタイム 

Ｆ 無業*無業 

7.1

22.4

22.4

46.9

0.0

0.0

1.0

0% 20% 40% 60%

タイプＡ(一人親）

タイプＢ(フル・フル)

タイプＣ(フル・パート)

タイプＤ(専業主婦)

タイプＥ(パート・パート)

タイプＦ(無業・無業)

不明

ｎ=98家庭類型就学前 

就学前 
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子育てについて、【就学前】では 40％近くが「子どもをしかりすぎているの

ではないか」、40％が「子どもの性格や癖が心配」など、【小学生】では 46％

が「子どもの友達づきあい」、40％近くが「子どもの教育」と、【就学前】、【小

学生】それぞれに様々な悩みを抱えながら子育てしている様子がわかりました。 

そのような悩みや心配事をほとんどの保護者（就学前・小学生とも）は、配

偶者や親・きょうだいなどに相談することが多くなっていますが、子育てのた

めの施設や学校や職員にも 20％以上が相談しています。 

相談し易い雰囲気づくりなども必要となります。 

 

 

家庭類型（6）(%)

7 22 22 48

1

6 24 18 52

9 19 30 42

13 13 61 13

タイ
プＡ
(一人
親）

タイプ
Ｂ(フ
ル・フ
ル)

タイプ
Ｃ(フ
ル・
パート)

タイプＤ(専
業主婦)

不明

ｎ

98

67

54

8

子
ど
も
の
年
齢

全体

0-2歳

3-5歳

4/2以降誕生

70.4

55.1

53.1

41.8

39.8

37.8

18.4

8.2

0.0

2.0

5.1

0% 20% 40% 60% 80%

職場の理解や協力が得られる

保育サービス等の整備

配偶者や家族の理解や協力がある

急な残業等に対応する保育サービス

子や親の病気時等の保育サービス

子育てに配慮した制度がある環境

育児休業中の経済的支援の充実

地域の理解や協力

その他

わからない

不明

ｎ=98問27子育てと就労両立のために重要なこと

69.6

64.5

63.8

44.2

39.9

31.2

14.5

11.6

1.4

1.4

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

職場の理解や協力が得られる

保育サービス等の整備

配偶者や家族の理解や協力がある

子や親の病気時等の保育サービス

急な残業等に対応する保育サービス

子育てに配慮した制度がある環境

育児休業中の経済的支援の充実

地域の理解や協力

その他

わからない

不明

ｎ=138問17子育てと就労の両立のために重要なこと

就学前 

就学前 小学生 
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子育て支援について、町に求められていることの上位は、【就学前】【小学生】

ともに、「子どもが安心して遊べる公園の整備」と「安心して子どもが医療機関

にかかれる体制の整備」でした。 

遊び場については、【就学前】【小学生】ともに、「雪や雨の日の遊び場」が最

も求められています。 

【就学前】では「幼い子どものための遊具や遊び場が少ない」と感じていま

す。 

46.9

36.7

35.7

26.5

22.4

14.3

13.3

11.2

9.2

9.2

7.1

5.1

4.1

19.4

2.0

0% 20% 40% 60%

自分の時間が取れず、自由がない

子どもを叱りすぎているようだ

子どもの性格や癖などが心配

思い通りにならずイライラする

子ども発育、食事などが心配

保育所等での子どもの生活が不安

思うようにならず手が出てしまう

居住環境が良くない

夫婦等の間で子育ての意見が合わない

保護者同士の情報交換の場がない

社会から取り残されているように感…

配偶者等の子育ての協力が得られない

子どもとの接し方などがわからない

特にない

不明

ｎ=98問19子育てをする上での悩み等

45.7

38.4

34.1

26.1

18.1

2.9

26.1

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50%

子どもの友達づきあい

子どもの教育

子どものしつけ

子どもの病気や発育・発達

子どもの食事や栄養

その他

特にない

不明

ｎ=138問6子育てで悩んでいること

74.6

68.8

68.1

29.0

10.1

9.4

2.9

1.4

2.2

0.7

1.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者

親や兄弟姉妹など

友人・知人

学校や職員

子育てのための施設

近所の人

行政「ひまわりなど」

インターネット上の友達

その他

相談することはない

相談する人も場所もない

不明

ｎ=138問7相談できる人や場所の存在

79.6

74.5

68.4

21.4

12.2

10.2

5.1

3.1

0.0

2.0

2.0

0% 50% 100%

親や兄弟姉妹など

配偶者

友人・知人

子育てのための施設

行政「ひまわりなど」

近所の人

学校や職員

インターネット上の友達

その他

相談することはない

相談する人も場所もない

ｎ=98問20子育てについて相談できる人や場所の有無

就学前 

就学前 

小学生 

小学生 
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医療費については、自由意見でも、小児科を受診するのに、特に冬に具合の

悪い子を雪の中、中標津病院まで連れていくのは大変なので、標津病院に小児

科を作って欲しい、医療費の援助が欲しいなどがありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【小学生】では子どもの身の安全について、半数以上が「学校や塾などの行

き帰りなどの交通事故」に、36％が「公園などの遊び場の犯罪被害」について

不安が大きいことがわかりました。 

子どもの生活の場である地域社会の安全確保に向けて、保護者だけでなく、

学校、地域、行政が連携して取り組んでいくことが必要となります 

また、【小学生】の保護者が子どもに望むこととして、「基礎学力」（63％）

より「周りの人との関係をうまく作る力」（85％）、「規範意識」（80％）を上

位に挙げていました。 

「周りの人との関係をうまく作る力」や｢規範意識｣は「基礎学力」とともに、

子どもにとって、生きていくために必要かつ重要な能力です。これは学校教育

57.1

45.9

42.9

41.8

34.7

33.7

28.6

18.4

16.3

11.2

8.2

8.2

5.1

1.0

8.2

0% 20% 40% 60%

子どもが安心して遊べる公園の整備

安心して医療機関にかかれる体制の整備

子育て世帯への経済的援助の拡充

安心して楽しめる身近な場の整備

子連れで外出しやすい環境整備

一時預かりなどの保育サービスの充実

専業主婦なども利用できる保育サービス

休日に親子で楽しめるイベントの充実

公営住宅の優先入居などの配慮

企業に対する環境改善の働きかけ

子育てについて学べる機会

地域の子育てネットワークの充実

相談したり情報が得られる場所

その他

不明

ｎ=98問30より充実を望む子育て支援策

64.5

54.3

46.4

26.8

21.0

14.5

13.0

11.6

11.6

7.2

7.2

6.5

4.3

0% 20% 40% 60% 80%

子どもが医療機関にかかれる体制の整備

子どもが安心して遊べる公園の整備

子育て世帯への経済的援助の拡充

安心して楽しめる身近な場など

子連れで外出しやすい環境整備

相談したり情報が得られる場所

休日に親子で楽しめるイベントの充実

公営住宅の優先入居などの配慮

企業に対する環境改善の働きかけ

子育てについて学べる機会

地域の子育てネットワークの充実

その他

不明

ｎ=138
問18充実を望む子育て支援小学生 

就学前 
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の場だけでなく、家庭や地域の中で様々な人とふれあう中で体得できるもので

あり、子どもにとってそのような場がより多く提供されることが必要となりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50.7

35.5

31.9

25.4

1.4

18.1

2.2

0% 20% 40% 60%

学校などの行き帰りの交通事故

公園など遊び場での犯罪被害

インターネットなどのWEB上での犯罪被害

塾や習い事の行き帰りの犯罪被害

その他

特に不安なことや心配なことはない

不明

ｎ=138問9身の安全について不安なこと

84.8

79.7

77.5

63.0

63.0

42.0

23.9

13.0

12.3

10.1

1.4

0.0

0.7

0% 50% 100%

周りの人との関係をうまく作る力

規範意識(社会のマナーやルール）

命と自然を大切にする心や思いやりの心

教科の基礎学力

相手に自分の考えを伝える力

運動能力や体力の向上

読書を楽しむ

英会話力

芸術(音楽や美術）を楽しむこと

コンピューターを活用する力

その他

特にない

不明

ｎ=138
問13身につけてほしいこと

小学生 

小学生 
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第３章 基本理念・視点・目標 

基本理念・視点・目標については後期行動計画を、おおむね引き継ぐものとし

ます。 

 基本理念  

急速な少子化の中で、明日を担う子どもたちが心豊かで健やかに育つことは、

将来の社会発展に欠くことのできないものであり、地域全体で支えていくことが

求められています。 

本町は「小さくても美しく楽しい活力のある町・標津町」の理想郷を実現する

ために、優れた特性である豊かな自然環境などの社会資源を有効に活用しながら、

「誰もが住んで良かった」と言える誇りのもてる個性豊かなまちづくりを進めてい

ます。 

また、「人口減少時代に挑戦する政策パッケージ」の下に、子宝・子育ての政策

を展開し、子育て家庭への支援に努めています。 

子どもは、社会の希望であり、未来をつくる存在です。生まれてくる子どもた

ちが家族や地域に心から祝福され、子育てを通じて喜びに満ちた生活を送ること

ができる地域社会を築くため、「標津町子ども・子育て支援事業計画」の基本理念

を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念  

 

豊かな海・山・川の大自然の中で 

のびのびと｢子ども・家庭・地域｣が育つ町 
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 基本的な視点  

 子どもの視点（子どもの成長や発達を支援する基盤づくり） 

子育て支援サービス等により影響を受けるのは多くは子ども自身であり、子育

て支援策の推進については、子どもの幸せを第一に考え、「子どもの最善の利益」

が実現される社会を目指します。 

また、子どもは次代の親になるという認識の下、子どもの健全育成のための基

盤づくりを進めていきます。 

 

 保護者の視点（子どもを生み育てることに喜びを感じる環境づくり） 

保護者の育児を肩代わりするのではなく、保護者が子育てについての責任を果

たすことや、子育ての権利を享受することができるよう、地域や社会が保護者に

寄り添い、子育てに対する負担や不安・孤立感を和らげることを通じて、保護者

が自己肯定感を持ちながら子どもと向き合える環境を整え、親としての成長を支

援し、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよう支援し

ていきます。 

 

 地域の視点（子どもと保護者を地域全体で支援する体制づくり） 

子どもが育つということは、身体や運動的な側面をはじめ、知的側面、情操や

道徳的側面あるいは対人的側面など多岐にわたります。このような多岐な側面が

育つ過程において、親以外の多くの大人が関わる必要があります。子どもや親が

いろいろな人から見守られている安心感や信頼感がもてるよう、川や海などの自

然の豊かさや温かい人間関係などのわが町の資源を生かし、地域全体で支援して

いく体制づくりを進めていきます。 
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 基本目標  

 地域における子育て支援 

子どもの幸せを第一に考えて、すべての子育て家庭が安心して子育てができる

よう支援を行うため、地域における様々な子育て支援サービスの充実を図ります。 

また、子育て家庭が必要とする情報の提供や地域における子育て支援ネットワ

ークの形成など、地域資源等を活用した取組を推進します。 

 

 母親や子どもの健康の確保及び増進 

母子保健は、生涯を通じた健康の出発点であり、子どもを安心して生み、ゆと

りを持って育てるための基盤となるものです。妊娠早期からの健康管理・保健指

導を強化し、妊娠・出産・子育てが安全で安心してできるような取組を推進しま

す。 

 

 子どもの教育環境の整備 

次代の担い手である子どもが、活気あふれた学校生活をおくり、社会の中で主

体的に生きていくことができるよう、個性豊かに生きる力を伸ばしていくことが

必要です。 

このため、学校・家庭・地域の教育力を向上させるため、支援の充実などの取

組を推進するとともに、子どもを生み育てることに喜びを実感できる教育環境の

整備を推進します。 

 

 子育てを支援する生活環境の整備 

地域で育つ子どもが安心して快適に暮らすことができるよう、子どもや子育て

家庭に配慮した居住環境の充実に努めます。 

また、核家族化などによる地域における人間関係の希薄化や情報社会の進行な

ど、子どもを取り巻く環境は大きく変わっています。子どもが災害や事故・犯罪

などに巻き込まれることを防ぐため、関係機関と連携した活動を推進します。 
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 職業生活と家庭生活の両立の推進 

仕事と子育てを両立させるためには、働き方の見直しや意識改革が必要です。 

国・道・関係団体等と連携を図りながら、仕事と生活の調和の実現のため、仕

事と子育ての両立を支援する法律や制度などの広報・啓発活動や相談体制の充実

に努めます。 

 

 支援を必要とする児童への取組の推進 

児童虐待防止対策の充実、母子家庭等一人親家庭の自立支援、障がい児施策の

充実等を通じ、支援を必要とする児童に対して、地域で安心して生活できる環境

づくりを推進します。 

 

 出産や子育てへの経済的な支援 

町の基本計画である「ふるさと新生プラン ステップⅡ」をより推進させるため、

平成26年3月に町が策定した「人口減少時代に挑戦する政策パッケージ」に基づ

き、出産や子育てに関する経済的支援を図ります。 
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第４章 子ども・子育て支援事業計画 

 新制度の全体像  

【子ども・子育て関連３法の成立に伴う新たな制度の創設】 

平成24年（2012年）８月に「子ども・子育て関連３法」が可決・成立し、公布されま

した。これにより、自治体による子ども・子育て支援（次世代育成支援）施策は、新しい

ステージを迎えることになりました。 

『子ども・子育て支援新制度（以下、「新制度」とします。）』は、「子ども・子育て関連３

法」に基づき、幼児期の学校教育・保育や地域の子ども・子育て支援を総合的に進めてい

くための新たな制度のことです。 

 

子ども・子育て関連３法 

◇子ども・子育て支援法 

◇認定こども園法の一部改正法 

（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法

律） 

◇子ども・子育て支援法等の施行に伴う関係法律整備法 

（子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関す

る法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律） 

 

【新制度の目的】 

子育てをめぐる様々な課題を解決し、すべての子どもに良質な育成環境を保障し、一

人一人の子どもが健やかに成長することができる社会の実現を目指して、新制度では次

の３つの目的を掲げています。 

 

子ども・子育て支援新制度の目的 

◇質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供 

◇保育の量的拡大・確保 

◇地域の子ども・子育て支援の充実 
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 新制度の体系  

新制度では、幼稚園、保育所、認定こども園などの施設を「教育・保育施設」とし、共

通の制度により財政支援（教育・保育給付）が行われます。 

また、「教育・保育給付」は、都道府県認可の「施設型給付」と市町村認可の「地域型保

育給付」に分かれます。いずれの給付についても確実に学校教育・保育に要する費用に充

てるため、市町村から教育・保育施設に直接支払う仕組み（法定代理受領）になります。 

 子どものための教育・保育給付 

「施設型給付」の対象となる幼稚園、認可保育所、認定こども園は、市町村による確

認を受け、「特定教育・保育施設」となり、市町村が事業者に対して施設型給付費を支給

することになります。 

私立の幼稚園は、従来からの私学助成・幼稚園就園奨励費補助による制度か、「特定教

育・保育施設」になるかを法人が選択することになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「子ども・子育て支援新制度について」 内閣府子ども・子育て支援新制度施行準備室 
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■施設型給付の内容 

施  設 対象年齢 特   徴 

幼稚園 3～5 歳 小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を
行う学校

利用時間：昼過ぎごろまでの教育時間のほか、園により
教育時間前後や園の休業中の教育活動（預か
り保育）などを実施

利用できる保護者：制限なし

認定こども園 0～5 歳 教育と保育を一体的に行う施設

 幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援

も行う施設です（平成18年に導入）。 

 新制度では、認可手続きの簡素化などにより、新たな設置や幼

稚園・保育所からの移行がしやすくなりました。 

【3つのポイント】 

 保護者の働いている状況に関わりなく、３〜５歳のどのお子さ

んも、教育・保育を一緒に受けます。 

 保護者が働かなくなったなど、就労状況が変わった場合も、通

い慣れた園を継続して利用できます。 

 子育て支援の場が用意されていて、園に通っていない子どもの

ご家庭も、子育て相談や親子の交流の場などに参加できます。 

 

※０〜２歳のお子さんが通園する場合は、保育の必要性の認定 

を受けることが必要です。 

保育所 0～5 歳 就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって
保育する施設

利用時間：夕方までの保育のほか、園により延長保育を
実施

利用できる保護者：共働き世帯など、家庭で保育のでき
ない保護者

資料：子ども・子育て支援制度「なるほど BOOK」 内閣府・文部科学省・厚生労働省  

 

施設（原則20人以上）より少人数の単位で、「0～2歳児」の子どもを預かる事業です。 

「地域型保育給付」の対象は、「小規模保育」（利用定員６人以上19人以下）、「家庭的保育」

（利用定員５人以下）、「居宅訪問型保育」（子どもの居宅で保育）、「事業所内保育」（従業員の

子どもと地域の保育を必要とする子どもに保育を提供）の４類型で、市町村が条例に基づき

事業所を認可し、「施設型給付」と同様に、保育の必要性の認定を受けた子どもに保育を提供

します。 
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地域型保育の類型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地域子ども・子育て支援事業 

新制度では、「教育・保育給付」とともに、地域における子ども・子育て支援に関する様々

なニーズに応えることができるよう、延長保育や病児保育、一時預かり、放課後児童健全育

成事業、地域子育て支援拠点事業、妊婦健診など、13の事業を市町村の実施する「地域子ど

も・子育て支援事業」と位置付け、国が財政支援を行います。 

 

地域子ども・子育て支援事業として位置付けられた 13事業 

① 利用者支援事業（新規） 

② 地域子育て支援拠点事業 

③ 妊婦健康診査 

④ 乳児家庭全戸訪問事業 

⑤ 養育支援訪問事業 

⑥ 子育て短期支援事業 

⑦ ファミリー・サポート・センター事業（子育て援助活動支援事業） 

⑧ 一時預かり事業 

⑨ 延長保育事業（時間外保育事業） 

⑩ 病児保育事業 

⑪ 放課後児童クラブ（放課後児童健全育成事業） 

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規） 

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（新規） 

小規模保育 

 少人数（定員6～19人）を対象

に、保育を行います。 

 事業主体：市町村、民間事業

者等 

事業所内保育 

 会社の事業所の保育施設など

で、従業員の子どもと地域の

子どもを一緒に保育します。 

 事業主体：事業主等 

 

家庭的保育（保育ママ） 

 少人数（定員5人以下）を対象

に、家庭的な雰囲気のもとで、

保育を行います。 

 事業主体：市町村、民間事業

者等 

 

居宅訪問型保育 

 障害・疾患などで個別のケア

が必要な場合や、施設がなく

なった地域で保育を維持す

る必要がある場合などに、保

護者の自宅で1対1で保育を

行います。 

 事業主体：市町村、民間事業

者等 

 



 

 37 

 保育の必要性の認定について 

「保育に欠ける（保護者が子どもを保育することができず、同居している親族も保育できな

いような状態）」ことが保育所に入れる条件でしたが、新制度では、保育に欠ける欠けないに

かかわらず、幼児期の学校教育・保育を受けることを希望するすべての保護者の申請に基づ

いて、客観的な基準のもとに保育の必要性の有無や必要量を認定することになりました。 

幼児期の学校教育・保育を受けることを希望する保護者は、市町村に申請して「保育の必

要性の認定（支給認定）」を受け、市町村は認定結果に応じた「認定証」を発行します。認定

された保育の必要性の有無や保育の必要量に応じて、幼稚園、保育所、認定こども園などの

中から、保護者がそれぞれのニーズに合った施設や事業を選択し、市町村は必要に応じた相

談、調整などを行います。 

 

【認定区分】 

認定区分 対象者 利用先 

１号認定 満３歳以上で、幼稚園等での教育を希望する子ども 
幼稚園 
認定こども園 

２号認定 
満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望
する子ども 

保育所 
認定こども園 

３号認定 
満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所等での保育を希望
する子ども 

保育所 
認定こども園 
地域型保育 

 

新制度における保育を必要とする場合の利用手順 

 

〔保護者〕 保育の必要性の認定の申請 

  

〔市町村〕 保育の必要性の認定・認定証の交付 

  

〔保護者〕 保育利用希望の申込（希望する施設名などを記載） 

  

〔市町村〕 利用調整 

  

〔市町村〕 利用可能な施設のあっせん・要請など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私立保育所を利用する場合 認定こども園・公立保育所・地域型保育を

利用する場合 

保護者と市町村の契約 

 保育料は市町村へ支払う 

 市町村から保育所へ委託費を支払う 

保護者と施設・事業者の契約 

 保育料は施設・事業者へ支払う 

 市町村から施設・事業者へ施設型給付又は地

域型保育給付を支払う（法定代理受領） 

保育の利用 
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 教育・保育提供区域の設定  

子ども・子育て支援法の規定に基づき、幼児期の教育・保育及び地域子ども・子育て支援

事業の提供に当たって、教育・保育提供区域を設定します。 

区域は、地理的条件や人口、交通機関・道路などの社会的条件、教育・保育施設の立地状

況や利用実態、今後の利用希望、幼児期の教育と小学校教育との連携・接続などを総合的に

勘案して定めることとされていますが、本町では各事業の実施状況も踏まえ、全町１区域と

設定します。 

 

 教育・保育の量の見込みと提供体制  

 推計人口 

 

 

 

 

  

年齢 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

０歳 31 31 29 29 29 

１歳 36 35 33 33 31 

２歳 37 36 34 34 32 

３歳 41 37 35 34 33 

４歳 42 41 36 35 34 

５歳 44 42 42 37 35 

小計 231 222 209 202 194 

６歳 39 43 41 41 36 

７歳 38 40 42 42 41 

８歳 48 39 41 44 42 

９歳 52 46 37 41 43 

１０歳 59 53 48 39 42 

１１歳 49 59 53 47 39 

小計 285 280 262 254 243 

合計 516 502 471 456 437 

０歳(再掲) 31 31 29 29 29 

１～２歳(再掲) 73 71 67 67 63 

3 歳(再掲) 41 37 35 34 33 

４～５歳(再掲) 86 83 78 72 69 

３～５歳(再掲) 127 120 113 106 102 

低学年(再掲) 125 122 124 127 119 

高学年(再掲) 160 158 138 127 124 

104 102 96 96 92

127 120 113 106 102

125 122 124 127 119

160 158 138 127 124

516 502
471 456 437

0
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（人） 小学生以下推計人口

高学年9～１１歳

低学年6～８歳

３～５歳

0～2歳

小学生以下合計
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 幼児期の教育と保育 

１号認定（３歳以上保育の必要なし）は、量の見込みとともに、特定教育・保育施設（幼

稚園・認定こども園）による確保方策等を次のとおり設定します。 

平成 26 年度実績見込み（10 月 1 日）は、57 人です。 

 

区       分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 

（人） 

60 57 54 51 48 

確保方策 110 110 60 60 60 

 特定教育・保育施設 110 110 60 60 60 

 確認を受けない幼稚園 0 0 0 0 0 

 

２号認定（３歳以上保育の必要あり。保育の必要ありで幼稚園希望を含む。）は、量の見

込みとともに、特定教育・保育施設（保育所・認定こども園）、認可外保育施設による確保

方策等を次のとおり設定します。 

平成 26 年度実績見込み（10 月 1 日）は、47 人です。 

 

区       分 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 

（人） 

69 65 61 58 55 

 
教育ニーズ 4 4 4 4 3 

その他 65 61 57 54 52 

確保方策 100 100 90 90 90 

 特定教育・保育施設 70 70 60 60 60 

 認可外保育施設 30 30 30 30 30 
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３号認定は、量の見込みとともに、特定教育・保育施設（保育所・認定こども園）、地域

型保育事業による確保方策等を次のとおり設定します。 

 

【０歳児】                                   （単位：人） 

区       分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 5 5 5 5 5 

確保方策 0 0 10 10 10 

 特定教育・保育施設 0 0 10 10 10 

 地域型保育事業 0 0 0 0 0 

※平成26年度実績見込み（10月1日）は、3人です。 

 

【１・２歳児】                                  （単位：人） 

区       分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 31 30 28 28 27 

確保方策 50 40 40 40 40 

 特定教育・保育施設 50 40 40 40 40 

 地域型保育事業 0 0 0 0 0 

※平成26年度実績見込み（10月1日）は、24人です。 

 

 

 確保方策 
本町には、平成 26 年度現在、常設保育所として標津双葉保育園、川北つくし保育園、へき地保育

所として茶志骨みどり保育園、古多糠こばと保育園の合わせて 4 保育園があります。 

また、標津幼稚園と川北幼稚園の町立の幼稚園が 2 園あります。 

平成 29 年度に現有の双葉保育園、標津幼稚園、母子通園センター、子育て支援センター、親子交

流館の機能を集約した認定こども園「標津こども園」を開設し、子育て支援の充実を図ります。 

川北つくし保育園と川北幼稚園は、幼保連携の充実化によるサービス向上に努めていきます。 
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 地域子ども・子育て支援事業 

子ども又はその保護者の身近な場所で、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等

の情報提供及び必要に応じ相談・助言等を行うとともに、関係機関との連絡調整等を

実施する事業 

 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 箇所数 1 1 1 1 1 

確保方策 
利用者支援事業 

基本型 0 0 0 0 0 

特定型 0 0 0 0 0 

その他 1 1 1 1 1 

※「その他」利用者支援事業以外の取組（自治体窓口による行政サービスを含む。）の箇所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、

情報の提供、助言その他の援助を行う事業 

① 実績：平成 26 年度（2 か所） 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 延利用人数（人回）/月 234 230 216 216 207 

確保方策 箇所数 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

確保方策 
標津地区は「親子交流館（おひさま）」、川北地区は「親子ふれあいひろば（ポップコーン）」において

対応していきます。平成２９年度以降、標津地区は認定こども園「標津こども園」で対応していきます。 

 

 

 

 

確保方策 
保育園や幼稚園、保健福祉センターなど各部署で実施しております。 
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妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診査として、①健康状態

の把握、②検査計測、③保健指導を実施するとともに、妊娠期間中の適時に必要に応

じた医学的検査を実施する事業 

 

① 実績：平成 26 年度年間延べ回数見込み（419 人回） 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 年間延べ回数（人回） 434 434 406 406 406 

 

 

 

 

 

 

 

生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供

や養育環境等の把握を行う事業 

 

① 実績：平成 26 年度年実人数見込み（37 人） 

 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 実人数（人） 31 29 29 29 29 

事業実施予定 実施 実施 実施 実施 実施 

 

 

 

 

 

  

確保方策 
保健福祉センターにおいて、医療機関等で使用できる受診票を発行します。 

 

 

 

確保方策 
保健福祉センターにおいて対応にあたります。（保健師による訪問） 
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養育支援が特に必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言

等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業 

 

・ 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業（その他要保護児童等の支援に資す

る事業） 

要保護児童対策協議会（子どもを守る地域ネットワーク）の機能強化を図るため、

調整機関職員やネットワーク構成員（関係機関）の専門性強化と、ネットワーク機関

間の連携強化を図る取組を実施する事業 

 

① 実績：平成 26 年度年実人数見込み（25 人） 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 訪問実人数 31 31 29 29 29 

事業実施予定 実施 実施 実施 実施 実施 

 

 

 

 

 

 

保護者の疾病等の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となっ

た児童について、児童養護施設等に入所させ、必要な保護を行う事業（短期入所生活

援助事業（ショートステイ事業）及び夜間養護等事業（トワイライトステイ事業）） 

① 実績 

平成 26 年度実績見込み 
延べ人数（人日） 施設数（か所） 

0 0 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 年間延利用人数（人） 0 0 0 0 0 

確保方策 
年間延利用人数（人） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

 

 

確保方策 
子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業については、実施の予定はありません。 

本町では、「要保護児童対策地域協議会」を組織し、児童相談所・福祉事務所・民生委員・教委・

町で連携を取り、要保護児童の早期発見・対応を行っています。 

 

 

 

 

確保方策 
本町には児童養護施設等がなく、子育て短期支援事業は実施の予定はありません。 
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乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員として、児童の預かり等

の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助活

動に関する連絡、調整を行う事業 

 

① 実績：本町では実績はありません。 

 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 年間延べ利用人数（人日） 0 0 0 0 0 

確保方策 年間延べ利用人数（人日） 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保方策 
本町では保護者からのニーズがないため実施の予定はありません。 
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家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、主として

昼間において、認定こども園、幼稚園、保育所、地域子育て支援拠点その他の場所に

おいて、一時的に預かり、必要な保護を行う事業 

 

① 幼稚園における在園児を対象とした一時預かり 

平成２６年度実績見込み 
延べ人数（人日） 施設数（か所） 

3,000 1 

 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

利用意向日数 
（利用者１人当たり
平均利用日数） 

１号認定 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

２号認定 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

量の見込み 

年間延利用数（人日） 2,052 1,938 1,824 1,712 1,648 

 
１号認定 188 177 167 157 151 

２号認定 1,864 1,761 1,657 1,555 1,497 

確保方策 
延べ人数（人日） 3,000 3,000 0 0 0 

施設数（か所） 1 1 0 0 0 

 

② 幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外（保育園での一時預かり） 

平成２６年度実績見込み 
延べ人数（人日） 施設数（か所） 

331 2 

 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

利用意向日数 
（利用者１人当たり平均利用日数） 

1.4 1.4 1.3 1.2 1.2 

量の見込み 年間延利用数（人日） 1,176 1,131 1,061 1,028 984 

確保方策 
延べ人数（人日） 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 

施設数（か所） 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保方策 
幼稚園在園児への対応については、平成 27 年度・28 年度は川北幼稚園で対応し、平成 29 年度以降

は認定こども園でも対応していく予定です。 

幼稚園在園児以外の対応については、双葉保育園・川北つくし保育園で対応し、同じく平成 29 年度以

降は認定こども園・川北つくし保育園で対応していく予定です。 
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保育認定を受けた子どもについて、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間に

おいて、認定こども園、保育所等において保育を実施する事業 

① 実績（単位：人）：本町では実績はありません 

 

② 量の見込み（単位：人） 

 

平成 
27 年度 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

平成 
31 年度 

量の見込み 0 0 0 0 0 

確保方策 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等において、看護師等が

一時的に保育等する事業 

① 実績 

平成２６年度実績見込み 
延べ人数（人日） 施設数（か所） 

0 0 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 年間延利用者数 0 0 0 0 0 

確保方策 
延べ人数（人日） 0 0 0 0 0 

施設数（か所） 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

確保方策 
現在、月曜日から金曜日までは、7：30～18：00 の開所時間です。 

今後も現在の開所時間で対応していきます。 

 

確保方策 
本町の病院には小児科はなく、専用スペースもないことから実施の予定はありません。 
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保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の

終了後に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、

その健全な育成を図る事業 

 

① 実績 

平成２６年度実績見込み 
登録児童数（人） 施設数（か所） 

56 2 

 

② 量の見込み 

区  分 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 
低学年 40 39 40 41 38 

高学年 25 25 22 20 20 

確保方策 
登録児童数 140 140 140 140 140 

施設数 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

確保方策 
標津地区は「キラリ児童館」、川北地区は「川北児童館」で対応します。 
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保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支

払うべき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用又は行

事への参加に要する費用等を助成する事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規】 
 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究その他多様な

事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置又は運営を促進するための事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確保方策 
幼稚園については、平成２６年度から幼稚園料が無料化されており、平成２７年度から入園料・給食費

なども無料化となり、実質、補足給付を実施している状態となっています。 

保育園についても、平成２７年度から 3 歳～5 歳児は無料化、１歳～2 歳児は国基準の 1/4 の保育料

となり、その他の経費についてもほとんど徴収しておりません。 

確保方策 
本町のニーズ量に対し、新たな民間事業者の参入は困難な状況にあると考えます。 
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第５章 子ども・子育て支援の取組 

 施策の体系  

 

基本理念 
豊かな海・山・川の大自然の中で のびのびと 

｢子ども・家庭・地域｣が育つ町 

基本目標 

 主要な取組 事業名 

（1）地域における子育て支援 
 1）保育サービスの充実 1 保育環境整備推進事業 

2 一時保育事業の充実 

3 幼保一元化に向けての検討 

4 0・1 歳児保育の充実 

2）子育て支援サービスの充実 5 放課後児童健全育成事業 

6 地域子育て支援拠点事業 

7 開放事業「つどいの広場事業」 

8 幼稚園における子育て支援事業 

3）子育て支援ネットワークづくり 9 要保護児童対策地域協議会 

10 子育て支援ネットワークの充実 

11 民生委員児童委員活動 

12 「子育て応援ガイドブック」の作成・配布 

4）児童の健全育成 13 児童館運営事業 

14 子ども会の育成 

15 あいさつ運動 

16 子どもの居場所づくり 

（2）母親と子どもの健康の確保及び増進 

 1）妊産婦・乳幼児に関する切れ
目のない保健対策の充実 

17 
母子健康手帳の交付及び妊婦健康診査事

業 

18 乳幼児健康診査事業 

19 子どもの肥満予防・改善 

20 乳幼児・児童生徒に対する歯科保健事業 

21 
乳幼児の健康づくりに関する各種相談の実

施 

22 産婦・新生児訪問指導 

23 両親学級「ママパパスクール」 

2）学童期・思春期から成人期に
向けた保健対策の充実 

24 性教育の実施 

25 「家庭教育講演会」の開催 

19(再掲) 子どもの肥満予防・改善 

26 喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の実施 

3）「食育」の推進 27 栄養士による食指導の実施 

28 学校栄養教諭による指導の実施 

4）小児医療の充実 29 予防対策事業 
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基本目標 
 主要な取組 事業名 
（3）子どもの教育環境の整備 
 1）次代の親の育成 30 基本的生活習慣やモラルの育成 

2）学校の教育環境等の整備 31 ティーム・ティーチング、少人数指導の実施 

32 ＡＬＴの活用による英語教育の推進 

33 総合的な学習の時間等における外部講師の活用 

34 小中一貫教育の推進 

35 保幼小中高の連携 

36 道徳教育の充実 

37 生徒指導の充実 

38 生徒指導総合連携推進委員会の活動展開 

39 職業体験学習等の推進 

40 教育相談の充実 

3）家庭や地域の教育力の 
向上 

41 通学合宿事業 

24（再掲） 「家庭教育講演会」の開催 

（4）子育てを支援する生活環境の整備 

 1）良好な居住環境の確保 42 町営住宅の入居 

43 ふれあい住宅の確保 

44 児童遊園地 

5 （再掲） 放課後児童健全育成事業 

2）防災意識の高揚 45 防災対策 

46 防災意識の高揚 

3）交通安全教育の推進 47 交通安全教室・交通安全街頭指導 

48 こぐまクラブの育成 

4）犯罪等の被害防止活動 49 町防犯協会の活動 

50 街路灯の支援・管理 

51 スクールモニター制度の推進 

（5）職業生活と家庭生活との両立の推進 

 1）男性を含めた働き方の見直
しと多様な働き方の実現 

52 ｢道民家庭の日｣の普及促進 

53 父親の育児参加の推進 

2）仕事と子育ての両立の 
推進 

54 育児休業制度の普及促進 

1  （再掲） 保育環境整備推進事業 

4 （再掲） 満１歳児の中途入園受け入れの実施 

5 （再掲） 放課後児童健全育成事業 

10（再掲） 子育て支援ネットワークの充実 

（6）支援を必要とする児童への取組の推進 

 1）児童虐待防止対策の充実 11（再掲） 民生委員児童委員活動 

9  （再掲） 要保護児童対策地域協議会 

2）ひとり親家庭等の自立支援の推進 55 母子自立支援員等の周知 

3）障がい児施策の充実 56 母子通園センター 

57 標津町教育支援委員会 

58 乳幼児の相談及び健診 

（7）出産や子育てへの経済的支援 

  59 出産祝い金の給付 

 60 幼稚園使用料無料化 

 61 １８歳までの医療費助成 

62 乳幼児紙おむつ購入費助成 

63 保育園料の一部無料化 
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 主要な取組  

 地域における子育て支援 

こども・子育て支援事業計画に従い、充実を図ります。 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.1 保育環境整備推進事業 

 ここ数年、定員に対し入園児数が満たない状況が続いていますが、0.1.2

歳児の入園児は増えています。経済的な理由などもあり、女性の社会進

出で子どもが小さいうちに就労したいという主婦が増えています。 

 0.1.2 歳児の受け入れ態勢の充実が今後の課題です。 

 保育士の質向上は、研修を実施し、充実を目指しています。 

Ｎｏ.2 一時保育事業の実施→一時保育事業の充実 

 平成 23 年度から開始した事業です。 

 利用者は年々増加しており、事業として定着しています。 

 特に１歳～３歳までの利用が多く、主な利用理由は、リフレッシュやア

ルバイトなどです。 

 慣らし保育としての利用も多く、入園してから集団生活への移行もスム

ーズになってきています。 

 子育て中の親にとっては、重要な位置を示している事業といえます。 

Ｎｏ.3 幼保一元化に向けての検討 

 保・幼の連携については、園児の交流や、職員間における合同会議のほ

か、行事などにおける合同開催により推進しています。 

 川北地区においては、平成 23 年度から幼稚園を４、５才児の２年保育

とし、幼児教育の充実化を図っています。 

Ｎｏ.4 満１歳児の中途入園受け入れの実施→０・１歳児保育の充実 

 平成 22 年度から実施。これまで、満１歳児の中途入園児は、双葉保育

園で 10 名、つくし保育園で 6 名です。 

 全体的傾向として、年少児の需要が増え、定員を上回ることも多くなっ

てきています。 

 子どもが乳児の内に、仕事復帰やパートなどで就労する親が多くなり、

経済状況との関係もあるものと思われますが、若い世代の親子関係の希

薄さも感じられます。 
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●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

１ 保育環境整備推進事業 

平成 29 年度開設予定の「標津こども園」に

向けての幼保連携した準備期間として、就労し

ていない家庭の 3 歳児の受け入れと 0.1.2 歳

児の保育園入園のニーズに対応できる体制の

整備を進めていきます。 

幼保の連携を進め、保育士・幼稚園教諭のこ

ども園に向けての研修を進めます。 

保 育 園 

2 
一時保育事業の充実 

（一時預かり事業の充実） 

標津双葉保育園と川北つくし保育園において、

保育の対象とならない１歳児から就学前の児童を

対象に、保護者が疾病等により、緊急、一時的に

保育を必要とする場合、あるいは育児に伴う心理

的、肉体的負担解消のために「一時保育事業」を

実施します。 

引き続き、多くの子育て家庭が利用できるよう

に、周知を図るとともに、標津こども園開設に向

けて、幼保の職員の共通理解を進めていきます。 

保 育 園 

3 

幼保一元化に向けての検

討（認定こども園「標津こ

ども園」の開設） 

子育て支援策は、人口対策上町の重要課題と

なっており、今後とも、幼児教育の充実及び子

育て支援の視点にたった、保・幼の連携体制、

一元化に向けた調査研究を進め、充実、推進を

図ります。 

標津地区においては、幼保連携型の認定こど

も園「標津こども園」を平成 29 年度新築、開

設することとしています。 

川北地区においては、保育園と幼稚園の施設

がつながっており、内容の面で連携・充実化を

進めます。 

教 育 委 員 会 

4 ０・１歳児保育の充実 

標津双葉保育園と川北つくし保育園におい

て、満１歳児の中途入園受け入れを実施しま

す。年度中に満１歳となった時の入園申込み

を、随時、受けつけます。 

平成 29 年度開設予定の「標津こども園」に

向けて、0 歳児保育の月齢幅を広げる検討を進

めます。 

保 育 園 
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子ども・子育て支援事業計画に従い、充実を図ります。 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.5 放課後児童健全育成事業 

 現在、本町では、2 か所で放課後児童クラブを実施しており、今後も、

子どもの居場所づくりや、遊びを通じて子どもたちの生きる力を育みま

す。 

 さらに、共働き家庭等の小学生の遊び・生活の場を確保するとともに、

次代を担う人材を育成する観点から、「放課後子ども総合プラン」に基づ

き、放課後児童クラブと放課後子供教室の一体型の実施を検討していき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｎｏ.6 地域子育て支援拠点事業 

 標津地区は親子交流館「おひさま」、川北地区は親子ふれあいひろば「ポ

ップコーン」で事業を実施しています。 

 より子育て世代が利用しやすいように、親子交流館「おひさま」では週

５回、親子ふれあいひろば「ポップコーン」では週３回の開催とし、午

後からは、地域に根差した子育て支援の場として地域交流の時間としま

した。事業内容も、これまでの遊びの教室や遊びの広場に加えて、赤ち

ゃん交流、母親教室など、内容も充実してきました。開設から、平成 25

年度末までに延べ 5,700 人の子育て親子が利用しています。保育園、

放課後子ども総合プラン（平成 26年 7 月 31日策定） 文部科学省・厚生労働省                                  

○ 目的：共働き家庭等の「小 1 の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成する

ため、すべての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うこ

とができるよう、一体型を中心とした放課後児童クラブ及び放課後子供教室の計画的な

整備等を進める。 

①一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室 

○ すべての児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事業を実施

し、共働き家庭等の児童を含めたすべての児童が放課後子供教室の活動プログラムに参

加できるもの 

②放課後児童クラブ及び放課後子供教室の連携による実施 

○ 学校施設を活用してもなお地域に利用ニーズがある場合等については、希望する幼稚園

などの地域の社会資源の活用も検討し、小学校外での整備も可能 

○ 現に公民館、児童館等で実施している場合は、保護者や地域のニーズを踏まえ、引き続

き当該施設で実施可 

○ 一体型でない放課後児童クラブ及び放課後子供教室についても、両事業の児童が交流で

きるよう連携して実施 
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幼稚園のどこへも属していない家庭の半数以上が、登録利用しています。 

 今後は、孤立しがちでなかなか利用できないでいる家庭へどのようにア

プローチしていくかが、大きな課題です。 

 事業は定着しつつありますが、子育て家庭は常に変動しているので、子

育て世代だけに留まらず、町民すべて、親子交流館の役割を伝える必要

があります。また、次世代交流の場として利用者の幅を広げ、子育てを

全町民で支える足掛かりとなることが望まれます。 

 

Ｎｏ.8 幼稚園における子育て支援事業 

 標津幼稚園では事業継続実施中です。 

 川北幼稚園は２年保育を平成 23 年度から実施しています。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

5 
放課後児童健全育成

事業 

児童館を利用して、保護者が就労などにより不

在の小学校低学年児童の健全育成を図るため、放

課後児童クラブ（登録制）を行っており、今後も、

利用ニーズに対応できる体制の整備に努めます。 

教 育 委 員 会 

6 
地域子育て支援拠点

事業 

親子交流館では、家庭内で保育している親子を

対象として、育児不安などについての相談指導、

子育てサークルの育成支援を行います。 

平成 29 年度の「標津こども園」開設に向けて、

広く町民が利用することで、幼保、母子通園セン

ターを利用している子育て世代をも巻き込んだ地

域で子育てを支えるまちづくりに繋げていきま

す。 

保 育 園 

川北生涯学習センター 

7 

開放事業「つどいの広

場事業」 

（地域子育て支援拠

点事業｢親子ふれあい

広場｣） 

子育てや家庭教育の不安に応え、安心して子育

てができるような地域社会を築くため、乳幼児を

もつ親が気軽に集える場の確保や機会の提供を推

進します。 

対象家庭に事業の内容を広く周知し、参加率を

もっと高めるとともに、事業内容のより一層の充

実を図ります。 

教 育 委 員 会 

8 
幼稚園における子育

て支援事業 

標津幼稚園では、「遊びにおい Day」事業を通じ

て親と子、親同士の情報交流を行っています。ま

た、気軽に相談に応じる体制（随時・面接）によ

り、子育て支援センター的役割を推進します。 

平成 29 年度に現有の「双葉保育園、標津幼稚

園、母子通園センター、地域子育て支援拠点事業」

の機能を集約した認定こども園「標津こども園」

を開設し、子育て支援の充実化を図ります。 

また、川北地区においても機能の一層の充実化

を進める方向で検討します。 

幼 稚 園 
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【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.9 要保護児童対策地域協議会 

 「要保護児童対策地域協議会」を組織し、児童相談所・福祉事務所・民

生委員・教育委員会・町などで連携を図り、要保護児童の早期発見・対

応を行っています。 

 必要に応じ協議会・ケース検討会議等開催し、個々のケースに適した対

応を行っています。 

Ｎｏ.10 子育て支援ネットワークの充実 

 関係機関相互の情報共有を図り、ホームページを活用した相談対応など

の活性化を進めていきます。平成 26 年度に作成、子育て世帯に配布し

た「子育て応援ガイドブック」を必要に応じ更新し、住民にわかりやす

い体制をとります。 

Ｎｏ.11 民生委員児童委員活動 

 地域の支援員・相談員として活躍し、必要に応じて要保護児童対策地域

協議会にも参加しています。とくに主任児童委員には児童福祉を中心と

した活動をお願いしています。 

Ｎｏ.12 子育てマップの作成・配布 

 平成 22 年 4 月に作成した「標津町子育てマップ」にさら詳しい情報を

掲載した「子育て応援ガイドブック」を作成し、子育て世帯へ配布する

ことにより、町などで実施しているサービスや施設などをわかりやすく

紹介していきます。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

9 
要保護児童対策地域協議

会 

児童相談所、福祉事務所、民生委員、教育委

員会、町など、子どもに関係する機関が連携し

て虐待防止や要保護児童への対応を行います。

また、必要に応じてケース検討会議を開催し、

迅速な対応を行います。 

保健福祉センター 

10 
子育て支援ネットワーク

の充実 

町の子育て支援関係機関の連携による情報

交換及び支援内容の協議を行い、子育てに関す

る相談体制や情報提供の充実を図ります。 

保健福祉センター 

11 民生委員児童委員活動 

地域住民を支援する身近な相談者として、地

域福祉の充実を図るとともに、児童の健全育成

や保護を必要とする児童の把握・支援を行いま

す。さらに、児童福祉を専門に担当する主任児

童委員と協力し、住民と協働した福祉活動の展

開や情報提供を行います。 

保健福祉センター 

12 
「子育て応援ガイドブッ

ク」作成・配布 

各種の子育て支援サービス情報をコンパク

トまとめた「子育て応援ガイドブック」を作

成・配布します。必要に応じ「子育て応援ガイ

ドブック」の更新を行います。 

保健福祉センター 
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【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.15 あいさつ運動 

 「健全な青少年を育てる標津町民の会」の一つの事業として、学校、Ｐ

ＴＡ、町内会、老人クラブなど地域の協力を得ながら事業所訪問や、春・

秋のあいさつ運動を実施しています。 

Ｎｏ.16 子どもの居場所づくり 

 学校休業日の子ども活動事業において、特に長期休業日事業として子ど

も映画会（夏・冬・春休み）を実施しています。 

 夏・冬のサイエンスフェアを実施しています。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

13 児童館運営事業 

異年齢による健全な遊びを通じて、多様な経

験を積みながら健康に育つように、児童の集団

活動指導を行います。また、母親クラブや体験

学習などの場の提供と活動を行います。 

教 育 委 員 会 

14 子ども会の育成 

地域子ども会や子どもを取り巻く地域組織

活動及びその指導者の育成を図り、地域ボラン

ティアなどの協力を得て児童の健全育成活動

に努めます。 

教 育 委 員 会 

15 あいさつ運動 

青少年の健全育成のため、学校、PTA、町

内会など地域の協力を得ながら、あいさつ運動

を行います。 

教 育 委 員 会 

16 子どもの居場所づくり 

地域で育つ子どもたちが、安心して地域で遊

び・学ぶことができるよう、スポーツ少年活動

や、学校休業日の子ども活動事業を実施しま

す。今後も安全で安心できる生活環境の充実と

推進に努めます。 

教 育 委 員 会 
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 母親や子どもの健康の確保及び増進 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.17 母子健康手帳の交付及び妊婦健康診査事業 

 妊娠初期から母体の健康管理に努め、順調に胎児が育つよう早期から医

療機関にかかることが大切です。そのため妊娠 11 週までの初期に妊娠

届出を行うよう年１回周知していますが、平成 25 年度は約１割が妊娠

12 週以降の届出となっています。 

 妊婦の健康管理に加え経済的負担を軽減するために妊婦健康診査の公費

負担を継続実施しています。超音波検査については、厚労省課長通知の

4 回よりも多い 11 回を助成しています。 

 また、妊婦健康診査結果をもとに、経過観察等、必要な妊婦に対して、

平成 25 年度末より個別指導を実施しています。母子ともに健康で出産

を迎えられるよう、妊娠期からの保健指導の充実を図る必要があります。 

Ｎｏ.18 乳幼児健康診査事業 

 年度をまたぐことがありますが、健診受診率はほぼ 100％となっており

ます。 

 従来実施していた４～５か月児健診は、発達確認のポイントとなる４か

月という時期に受診できない場合があることから、平成 26 年度から対

象児の月齢を３～４か月児へと引き下げました。 

 また、将来の食習慣を形成する上で、離乳食が順調に進むことが重要で

あるため、健診時に離乳食教室と連動した栄養教室（集団指導）を開始

しました。 

 平成 25 年度には３～４か月児・１歳６か月児・３歳児健診ともに、保

護者自身が児の成長発達を確認し、支えられるように問診票を改定しま

した。児の健康の保持増進のため、保護者自ら体の仕組みを理解して育

児に取り組めるように支援する必要があります。 

Ｎｏ.19 子どもの肥満予防・改善 

 学校保健統計調査の５歳児の肥満傾向児の割合は、全国が 2.4%に対し

本町は 7.3％と約３倍肥満児の割合が高い状況です。幼児肥満は学童肥

満や成人肥満に移行する確率が高く、子どもの頃に肥満になるとメタボ

リックシンドロームになりやすく、冠動脈疾患のリスクが高くなること

が報告されています。そのため生まれる前や乳幼児期からの肥満予防と、

早期の肥満改善が必要になります。 
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 低体重で生まれると将来生活習慣病になるリスクが高くなるため、適正

体重の子どもが産まれるように妊婦健診の受診を促し、リスクの高い妊

婦には個別指導を行います。また、全妊婦を対象に通信の発行や両親学

級を行います。 

 食習慣の基盤となる離乳食が順調に進められるように、３～４か月児栄

養教室や離乳食教室を実施しています。 

 乳幼児健診、相談、保育園や幼稚園で肥満傾向のお子さんの保護者に対

し、肥満改善できるように個別支援を行います。また、幼児期に肥満が

改善されない場合は就学後も継続支援します。 

Ｎｏ.20 乳幼児・児童生徒に対する歯科保健事業 

 ３歳児健診のむし歯罹患率は経年的に見ると減少してきていますが、全

国と比較すると高い状況にあります。そのため、歯ピカ教室の対象年齢

を２歳４か月から１歳３か月に下げ、定期的な口腔内観察やフッ素塗布

を実施しています。 

 園児については、歯みがき指導や保護者向けのおたよりの配布、４歳未

満児は年３回のフッ素塗布を実施しています。 

 むし歯のない子の表彰式は、乳歯のむし歯予防の目標とされる保護者が

増えてきています。 

 児童生徒に関しては、主に永久歯のむし歯予防を目的に町内全校での歯

科指導と保護者向けのおたよりを配布しています。また、教育委員会と

連携し、園児～中学生までの歯科検診結果を調査し、フッ化物洗口を実

施しています。 

Ｎｏ.21 乳幼児の健康づくりに関する各種相談の実施 

 現在、4 か月児（必要児のみ）・６～７か月児・９～１０か月児・１２～

１３か月児・2 歳児を対象に乳幼児相談を実施しております。平成 25

年度の受相率は 84.9％で、例年 80％前後となっております。児の健や

かな成長発達を促すために、本事業を活用してもらうよう努める必要が

あります。 

 平成 26 年度からは健診と同様に問診票を改定し、保護者自ら、児の成

長発達を確認できるようにしました。 

 また相談日以外の電話・来所等による相談にも随時対応しております。 

Ｎｏ.22 産婦・新生児訪問指導 

 平成 25 年度、新生児期である生後 28 日未満の訪問実施率は 63.9％

です。里帰り中であることが主な理由であり、その際は帰町後に訪問し

ます。また、新生児期に直接母と連絡をとり必要な支援を実施していま

す。 
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Ｎｏ.23 両親学級「ママパパスクール」 

 母体の適切な健康管理のために教室を実施していますが、受講率は22.2

～40.4％と伸び悩んでいました。すべての妊婦への支援が必要であるこ

とから、平成 24 年度から指導媒体としての「ママパパ通信」の発行と

１回の教室開催をセットで実施しています。 

 教室は年 4 回実施していますが、妊娠届出者が 40 人前後で推移してい

る中で、受講率は 25 年度で 23.7％と低い状況にあります。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

17 

母子健康手帳の

交付及び妊婦健

康診査事業 

妊娠届出のあった妊婦に対し母子健康手帳

を交付します。また、妊婦一般健康診査受診票

を計 14 回、超音波検査受診票を計 11 回交付

し専門医療機関を受診することにより妊婦の

健康保持・増進を図ります。 

年１回の事業の周知を図るとともに、妊娠期

から一貫として母子の健康管理を図るために、

妊娠届出時・ママパパスクールの受講勧奨時・

妊婦健康診査結果によりリスクの高いと思わ

れる妊婦について、個別指導を実施します。 

保健福祉センター 

18 
乳幼児健康診査

事業 

病気や発達の遅れの早期発見・早期医療、育

児支援を目的として、３～５か月児、1 歳 6 か

月児、3 歳児を対象とした健康診査を実施しま

す。 

食習慣や歯磨き習慣を含めた生活習慣が会

得できるよう支援し、そのことにより心身の健

全な発育発達が促されるよう推進します。 

また、随時、健診の実施方法を見直し・検討

しながら、児の健康の保持増進が図られるよう

に努めます。 

保健福祉センター 

19 
子どもの肥満予

防・改善 

生まれる前や乳幼児期から肥満を予防でき

るように、妊産婦支援、３～４か月児栄養教室

や離乳食教室などを行います。また、肥満傾向

にある乳幼児の保護者には継続した個別支援

を行い、肥満が改善されるように支援します。 

保健福祉センター 

20 

乳幼児・児童生徒

に対する歯科保

健事業 

未入園児を対象とした「歯ピカ教室」を実施

し、4 か月に一度虫歯予防のために助言やフッ

素塗布を受けられるように努めます。 

保育園、幼稚園入園児については、園児及び

保護者に対する歯科指導のほかに、4 歳未満児

についてはフッ素塗布を年３回実施し虫歯予

防を推進します。 

また、虫歯予防の啓発として、虫歯のない子

の表彰などを実施し、虫歯予防の意識の高揚を

図ります。 

さらに、学校と連携し授業として歯科指導を実

施することで、歯科疾患の予防を推進します。 

各年齢の歯科検診データを正確に把握し、３歳

児のむし歯罹患率と、12歳児の１人平均むし歯数

が減少するよう、事業を検討し継続していきます。 

保健福祉センター 
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№ 事業名 事業内容 担 当 

21 

乳幼児の健康づ

くりに関する各

種相談の実施 

乳幼児の健康管理や発達、発育、子育てに関

する相談に対応できるように、乳児期と 1 歳、

2 歳児の保護者を対象に相談の機会を設けた

り、電話や随時の来所相談に努めます。 

その他、離乳食教室を通じて知識の啓発を行

うと同時に相談対応に努めます。 

また、児のみではなく母自身の健康の保持増

進に資する場ともなるように対応していきま

す。 

保健福祉センター 

22 
産婦・新生児訪問

指導 

産婦・新生児の世帯を訪問し、児の発育状態

や母子の健康状態を確認するとともに、子育て

を中心とした相談・助言などの育児支援に努め

ます。 

早期の訪問が困難な場合においても、電話等

により必要な支援を実施します。 

保健福祉センター 

23 
両親学級「ママパ

パスクール」 

妊婦とその夫を対象として教室を実施し、妊

娠期間に健康管理が適切に行われるよう、また

出産や育児に対する不安が軽減できるように、

知識の普及及び参加者同士の交流を図るとと

もに、妊娠届出時やその後の個別指導を充実さ

せることで、母子の健康の保持・増進を図りま

す。 

なお、教室活動により、妊婦同士の交流が図

られることから、どのように実施するべきか、

今後も検討を重ねていきます。 

保健福祉センター 
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【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.24 性教育の実施 

 児童生徒が正しい知識を習得するため、学習指導要領に従い、年齢に応

じた指導を行っています。 

Ｎｏ.25 「家庭教育講演会」の開催 

 家庭教育講演会事業として、平成 24 年度川原正行氏演題「努力・あい

さつ・礼儀」、平成 25 年度の実施、平成 26 年度「人生、負け勝ち」を

実施しました。 

 大人のための性教育に特化した講演会の開催は現状ではニーズ、費用対

効果に疑問があり、検討を要します。 

Ｎｏ.26 喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育の実施 

 児童生徒が正しい知識を習得するために学習指導要領や、最近の事件・

事例なども参考に、年齢に適した指導を行っています。また、必要に応

じて関係機関などとも連携し外部講師などの協力も得て対応しています。 

 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

24 性教育の実施 

学校教育において児童生徒の心身の発達に

おける男女の役割と責任を生理学的、倫理学的

面から理解し、性に対する健全な態度を培い、

性に対する正しい知識を確立するための教育

を進めます。 

教 育 委 員 会 

25 「家庭教育講演会」の開催 

二次性徴・思春期の子どもをもつ親の不安や

悩みを解消するため、大人のための性教育を推

進します。(家庭教育講演会等) 

内容等について、検討していきます。 

教 育 委 員 会 

26 
喫煙・飲酒・薬物乱用防止

教育の実施 

児童生徒の喫煙・飲酒・薬物乱用の防止に関

する認識を深め、健康で安全な生活を送る態度

を育成する教育を進めています。 

警察や関係機関と連携した研修を行い、児童

生徒の健康で安全な生活の確保と保護者への

啓発に努めます。 

教 育 委 員 会 

19 

(再掲) 
子どもの肥満予防・改善 

学童肥満から思春期肥満や成人肥満に移行

しないように、保健指導を行います。また、肥

満は生活習慣病のリスクが高いことから、小中

学生の生活習慣病健診を導入し、保健指導を実

施できるように努めます。 

保健福祉センター 

教 育 委 員 会 
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【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.28 学校栄養職員による指導の実施 

 平成 25 年度から、栄養教諭を配置し食育の推進を図っています。 

 本町における子どもたちは肥満傾向など体格面で課題が多く、生活習慣

の改善の一つとなる食育の重要性を保健福祉センターとも連携し一層の

普及啓発が必要となっています。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

27 
栄養士による食指導の

実施 

町内の保育園において、幼児期から食に関心

を持ち、偏食や肥満などを予防・改善できるよ

うに指導します。また、保育園の保護者向けに、

栄養だよりを発行し、啓発を図ります。 

保健福祉センター 

28 
学校栄養教諭による指導

の実施 

小学校において、子どもや保護者に対して、

正しい食事の在り方や望ましい食習慣を身に

つけ、健康管理ができることなどを目指して、

学校栄養教諭による食に関する指導を行いま

す。 

また、子どもたちが食に興味関心を持ち、自

分自身を大切に考えることができるよう指導

します。 

栄養管理とふるさと教育（地場産品活用）の

両面での食育を関係機関との連携により推進

します。 

教 育 委 員 会 
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【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.29 予防対策事業 

 予防接種の学校における集団接種による対応は、接種率向上につながっ

ています。 

 また、インフルエンザの予防接種についても、学校、地域の蔓延防止へ

の効果が大きいと判断し、町の助成事業が開始した平成 21 年度から、

毎年学校単位での集団接種を実施しています。 

 乳幼児の予防接種については、ＢＣＧ、ポリオ、三種混合（四種混合）、

麻しん・風しん混合、小児用肺炎球菌、ヒブワクチンは無料で、インフ

ルエンザについては町が一部を助成しての実施をしております。平成 

２７年度からは水痘、おたふくかぜについても無料で接種を行います。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

29 予防対策事業 

感染症の発生及び蔓延予防のため、法で定め

られた定期の予防接種を行い、一層の接種率の

向上に努めます。 

小中学校では、学校医による健康診断を行い

病気の予防、保健指導を行います。児童生徒が

安心して相談できるよう、関係機関と連携し相

談体制の充実を図ります 

平成２７年度からの乳幼児予防接種につい

ては、ＢＣＧ、ポリオ、三種混合（四種混合）、

麻しん・風しん、小児用肺炎球菌、ヒブワクチ

ン、水痘、おたふくかぜは無料で、インフルエ

ンザについては町が費用の一部を助成いたし

ます。 

保健福祉センター 

教 育 委 員 会 
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 子どもの教育環境の整備 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.30 基本的生活習慣やモラルの育成 

 保・幼・小・中、高校との連携により、それぞれの年代に応じた指導を

行っています。 

 異校種間での連携した町内の生徒指導連絡協議会などの組織によっても

情報共有、連携の取組が行われています。平成 26 年度には家庭教育 10

ヶ条を全世帯に配布し、地域・社会で子どもを育てるよう取り組んでい

ます。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

30 
基本的生活習慣やモラル

の育成 

「標津町教育基本計画実施計画」に基づいて

標津町教育研究所を推進母体として、子どもの

「基本的生活習慣」「しつけ」などについて、

一貫性を考えた指導法を研究し、実践していく

取組を推進するとともに、家庭、地域などとも

連携強化し対応していきます。 

教 育 委 員 会 

 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.31 ティーム・ティーチング、少人数指導の実施 

 学校の実情に応じて、ＴＴ指導や習熟度別授業を積極的に取り入れ、き

め細かい指導に努めています。 

Ｎｏ.32  ALT（外国語指導助手）の活用による英語教育の推進 

 英語指導助手（ALT）１名を配置し、小中学校の他、幼稚園にも月１回

程度派遣し、取組を推進しています。 

Ｎｏ.33 総合的な学習の時間等における外部講師の活用 

 総合的な学習のみならず、他教科においても地域人材の活用が図れるよ

うに改善しています。 

Ｎｏ.34 小中一貫教育の推進 

 授業交流や、教員間の研修・交流、統一行事の取組など、一貫教育の推

進を継続的に進めています。 

Ｎｏ.38 生徒指導総合連携推進委員会の活動展開 

 標津地区のみならず、全町的な取組となるよう組織体制を整え、対応し

ています。 
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Ｎｏ.39 職業体験学習等の推進 

 キャリア教育は、生きる力を育てる教育の重要な要素となります。 

 ふるさと教育の意味合いとも絡めながら、対応します。 

Ｎｏ.40 教育相談の充実 

【取組状況等と課題】 

 継続して相談機能を教育委員会に設け、子どもから親まで幅広い相談へ

の対応に心掛けています。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

31 
ティーム・ティーチング、

少人数指導の実施 

指導方法の工夫改善による教員の加配を行う

とともに、各学校で学校課題、児童生徒の学習状

況に応じて T・T 指導、少人数指導を行います。 

習熟度別指導など児童生徒の実態に合わせた

指導を行うなど充実に努めます。 

教育委員会 

32 

AＬT（外国語指導助手）

の活用による英語教育の

推進 

国際化という新たな時代に対応して、AＬT を

活用した教育に取り組み、視野の広い子どもを育

成します。 

教育委員会 

33 
総合的な学習の時間等に

おける外部講師の活用 

各学校で創意工夫をこらして学習内容に合わ

せて、様々な教育活動で外部からの人材を活用

し、学習内容の充実に努めます。 

教育委員会 

34 小中一貫教育の推進 

義務教育9年間を見通した生徒指導や学習指導

の一貫したあり方について研鑽を深め、基礎基本

の定着及び学力の向上を図ります。 

標津地区・川北地区においての一貫教育の内容

を高め、子どもたちの生活習慣や学力向上につな

げます。 

教育委員会 

35 保幼小中高の連携 

児童生徒の発達課題、学校種別による教育の役

割、遊びや学びの条件づくりなど、必要な領域に

おける連携を図ります。 

また、標津教育研究所を中心として、保幼小中

高の一貫した課題である「基本的生活習慣」及び

「ふるさと学習」の指導法を研究テーマとし、健

全で心豊かな児童生徒の育成を図ります。 

教育委員会 

36 道徳教育の充実 

各学校において「道徳の時間」を設定しており、

道徳教育や奉仕活動を通して、ふるさとを愛し命

の大切さを指導します。 

教育委員会 

37 生徒指導の充実 

各学校で、児童生徒の理解に基づき一人ひとり

の存在感を高める積極的な生徒指導を行い、各学

校や関係機関が連携して対応を図ります。 

生徒指導の機能を生かして、一人ひとりの自己

実現が図られる指導の充実に努めるとともに、関

係機関との連携強化に努めます。 

教育委員会 
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№ 事業名 事業内容 担 当 

38 
生徒指導総合連携推進委

員会の活動展開 

いじめ、不登校などの児童生徒の問題行動に対

し、学校と地域の関係機関からなる地域ネットワ

ークを組織化し、問題の早期発見と対応、未然防

止に向けた機敏な活動を展開します。 

さらに、保幼小中高が連携し、校種間の垣根を

越えた一貫した生活指導、学習指導を行うことに

より、児童生徒の生活習慣の改善や学習意欲を高

め、学力向上に寄与するとともに、健全育成に努

めます。 

教育委員会 

39 職業体験学習等の推進 

地域と連携して福祉や職業体験学習などを通

して他人を思いやる心や命を尊重する心を育む

教室、また、各学校では環境教育活動などで子ど

もたちに命を大切にする意識の高揚を図り、総合

的な生きる力を育む教育に取り組みます。 

教育委員会 

40 教育相談の充実 

いじめ、不登校、学習障害などの学校不適応問

題や子どものしつけや健全育成に向けた教育相

談窓口の推進を図ります。 

教育委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.41 通学合宿事業 

 平成26年度より、町全体での実施となっており、「子離れ」「親離れ」、

異年齢（小学3年～6年）交流はもちろんのこと、標津小学校と川北小学

校との生徒間交流も図られました。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

41 通学合宿事業 

親と子どもが離れて長期生活をすることによ

る「子離れ」「親離れ」及び「地域の子どもは地

域で育てる」気運を高めるため、通学合宿を推

進します。 

教 育 委 員 会 

24 

（再掲） 
「家庭教育講演会」の開催 

子育てに関わる情報提供の場として、「家庭教

育講演会」の開催などに努めます。 
教 育 委 員 会 
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 子育てを支援する生活環境の整備 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.42 町営住宅の入居 

 町営住宅については、入居希望者への適正な対応を図っており、母子家

庭への入居についても配慮しています。 

Ｎｏ.43 ふれあい住宅の確保 

 ９棟１８戸を「ふれあい住宅」として福祉世帯の対応を行っているとこ

ろですが、施設の老朽化が進んでおり、軽微な修繕対応は行いますが、

積極的に改修を行うことはせず、入居困難な状態の箇所については「政

策空家」として対応していきます。 

Ｎｏ.44 児童遊園地 

 年に一度の専門業者による安全性の点検に加え、担当職員による点検も

実施し、利用する児童・生徒に、より安全な遊びの場の提供を行ってい

ます。 

 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

42 町営住宅の入居 
町営住宅は、世帯人員に応じた適正な規模の

住宅に入居できるよう対応しており、今後も母

子家庭の入居に充分配慮します。 

建 設 水 道 課 

43 ふれあい住宅の確保 

母子世帯等に対する福祉住宅として、ふれあ

い住宅 9 棟 18 戸を設けており、生活の安定

と社会福祉の増進を図るうえから、今後も環境

の充実に努めます。 

なお、現状維持が可能な箇所については、軽

微な修繕の対応は行っていきますが、入居困難

な状態の箇所については「政策空家」として対

応していきます。 

建 設 水 道 課 

44 児童遊園地 

町内に 16 か所の児童公園を設置していま

す。今後とも児童に健全な遊び場を提供し、子

どもが安全に遊べるよう遊具の確保や公園の

整備に努めます。 

保健福祉センター 

5 

(再掲) 

放課後児童健全育成事業 

 

児童館を利用して、保護者が就労等により不

在の小学校低学年児童の健全育成を図るため、

放課後児童クラブ（登録制）を行っています。 

今後も、利用ニーズに対応できる体制の整備

に努めます。 

教 育 委 員 会 
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【取組状況等と課題】 

Ｎｏ45 防災対策 

 津波予想時の避難対応マニュアルを、より実践的な内容に見直し対応を

図ったところであり、特に海岸地区における学校等においては避難訓練

を中心に自分の身は自分で守る防災教育を進めています。 

 施設の耐震化は、標津地区の保育園のみが問題のある建物となっており、

平成29年度の認定こども園開設までの間、避難訓練の頻度を多くするな

どして対応しています。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

45 防災対策 

学校、幼稚園、保育施設などで防災訓練、防

災教育をするとともに気象情報、地震情報に基

づき的確な予防対策と避難対策の実施を図り

ます。 

命を守ることを最優先に、子どものみなら

ず、保護者との共通理解を深め、防災教育の充

実に努めます。 

教 育 委 員 会 

46 防災意識の高揚 

町内には、働きながら子育てをしている方な

ど、まわりの人々の援助が必要な人々も多く暮

らしています。生命や生活を安全に守ることの

必要性などについて、関係機関とも連携し学習

の場を提供します。 

保護者との共通理解が深まるよう、今後とも

啓発のための取組を進めます。 

(例)災害図上訓練「DIG」などの取組 

DlG=Disaster（災害）、Imagination（想像）、

Game（ゲーム）の頭文字 

教 育 委 員 会 
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【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.47 交通安全教室・交通安全街頭指導 

 小学校等からの交通安全教室への協力要請等に対し警察・指導員協議会

等と連携を図りながら交通安全指導を実施しています。 

Ｎｏ.48 こぐまクラブの育成 

【取組状況等と課題】 

 保育園については、保護者の参加が減少傾向にあり、引き続き交通安全

に対する意識を高める必要があります。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

47 
交通安全教室・交通安全街

頭指導 

子どもを対象として、実践型の交通安全教室

を行っています。また、街頭指導も実施します。 
住 民 生 活 課 

48 こぐまクラブの育成 

町内の常設保育園・へき地保育園・幼稚園に

母親も参加する「こぐまクラブ」が設置されて

おり、今後も園児の交通安全活動を推進し、幼

保が連携した活動になるように検討します。 

保 育 園 

幼 稚 園 

 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.49 町防犯協会の活動 

 お祭り等のイベントでの防犯詰所の設置・街頭指導や住宅施錠の確認を

行う防犯診断など、町内会防犯担当と共に進めています。 

Ｎｏ.50 街路灯の支援・管理 

 各町内会への防犯灯の維持管理・運営管理への支援を行うと共に、適正

設置・更新を進め夜間における安全確保・防犯を行っています。 

Ｎｏ51 スクールモニター制度の推進 

 本制度の活用実績が停滞しています。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

49 町防犯協会の活動 

地域と連動した防犯活動や防犯思想の普及

啓発を図ります。また、祭典時の街頭指導を実

施します。 

住 民 生 活 課 

50 街路灯の支援・管理 

町内会などの街路灯の補修に対する支援と

町施設の街路灯の維持管理を行い、夜間におけ

る町民の安全確保など防犯に努めます。 

住 民 生 活 課 

51 
スクールモニター制度の

推進 

住民組織によるスクールモニター制度につ

いて、子どもたちの問題行動の早期発見に向

け、実態に合った情報収集を行うよう、その方

策も含め見直し検討を進めます。 

教 育 委 員 会 
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 職業生活と家庭生活との両立の推進 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.52 ｢道民家庭の日｣の普及・促進 

 基本、北海道の事業であり協賛しています。 

Ｎｏ.53 父親の育児参加の推進 

 親子交流館「おひさま」の事業として、月に一度育メンパパの日を開催。

父親の育児参加により母親の子育て負担の軽減を目的としました。 

 現状として、父子だけで、親子交流館を利用するということは、まだ抵

抗があるようで利用者は少ない状況です。 

 そのことを踏まえながら、今後どのようにしたら、父親が参加しやすく

なるのか検証しながら継続していきます。 

 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

52 
｢ 道 民家 庭の日 ｣の普

及・促進 

各家庭が家庭の役割を認識し、心のふれあう

明るい家庭づくりを目指すよう、｢道民家庭の

日｣の普及・促進を図ります。 

教 育 委 員 会 

53 父親の育児参加の推進 

あらゆる機会をとらえ、父親が子育てに関わ

る大切さについて啓発に努めます。 

平成 26 年度より「育メンパパの日」を「フ

ァミリーの日」と改め実施しており、参加を躊

躇していた父親が、家族と参加することで子育

てを意識するきっかけになるようにしていき

ます。 

教 育 委 員 会 
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●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

54 育児休業制度の普及促進 
広報などにより育児休業制度の周知を図る

とともに、事業所への制度の啓発に努めます。 
保健福祉センター 

1 

(再掲) 
保育環境整備推進事業 

平成 29 年度開設予定の「標津こども園」開

園に向けての幼保連携した準備期間として、就

労していない家庭の 3 歳児の受け入れと 0.1.

2 歳児の保育園入園のニーズに対応できる体

制の整備を進めていきます。 

幼保の連携を進め、保育士幼稚園教諭のこど

も園に向けての研修を進めます。 

保 育 園 

4 

(再掲) 
０～１歳児保育の充実 

標津双葉保育園と川北つくし保育園におい

て、満１歳児の中途入園受け入れを実施しま

す。年度中に満１歳となった時の入園申込み

を、随時、受けつけます。 

平成 29 年度開設予定の「標津こども園」開

園に向けて、0 歳児保育の月齢幅を広げる検討

を進めます。 

保 育 園 

5 

(再掲) 
放課後児童健全育成事業 

児童館を利用して、保護者が就労などにより

不在の小学校低学年児童の健全育成を図るた

め、放課後児童クラブ（登録制）を行っていま

す。 

今後も、利用ニーズに対応できる体制の整備

に努めます。 

教 育 委 員 会 

10 

(再掲) 

子育て支援ネットワーク

の充実 

町の子育て支援関係機関の連携による情報

交換及び支援内容の協議を行い、子育てに関す

る相談体制や情報提供の充実を図ります。 

保健福祉センター 
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 支援を必要とする児童への取組の推進 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

11 

(再掲) 
民生委員児童委員活動 

地域住民を支援する身近な相談者として、地

域福祉の充実を図るとともに、児童の健全育成

や保護を必要とする児童の把握・支援を行いま

す。さらに、児童福祉を専門に担当する主任児

童委員と協力し、住民と協働した福祉活動の展

開や情報提供を行います。 

保健福祉センター 

9 

(再掲) 

要保護児童対策地域協議

会 

町、警察、学校、保育園、幼稚園など、子ど

もに関係する機関が連携して虐待防止や要保

護児童への対応を行います。また、必要に応じ

てケース検討会議を開催し、迅速な対応を行い

ます。 

保健福祉センター 

 

Ｎｏ55 母子自立支援員等の周知 

【取組状況等と課題】 

 各種サービスの提供や情報提供など、関係部署と連携を図り進めていき

ます。 

 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

55 母子自立支援員等の周知 

母子家庭等の相談、自立に必要な情報の提供

や指導及びそれらの家庭に対する支援を行う

母子自立支援員等について周知に努めます。 

保健福祉センター 
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発達障害とは・・・（発達障害者支援法 第 2 条） 

自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥・多動性障害な

どの脳機能の障がいであり、通常、低年齢において発現するものです。 

【取組状況等と課題】 

Ｎｏ.56 母子通園センター 

 現在１歳児から在学児童を含め14名が在籍しており、個々にあった療育

計画に基づき指導を進めています。学童児については、放課後や長期休

業期間の居場所づくりなどの役割も担っています。   

 関係機関と連携し定期的に訪問。問題を抱えた児童に関わらず相談支援

も実施。年に数回の専門支援として、白糠学園、美幌療育センター、旭

川療育センターの指導を受けています。 

 現場の専門職員の研修を実施。知識の習得の場としています。 

 課題としては、発達障がい、知的障害の早期発見につながる関係機関・

専門機関との連携の強化と保育士をはじめとする専門職員の障がいに関

する理解の深長、更なる障がい児通所サービスの充実です。 

 

Ｎｏ.57 標津町教育支援委員会 

 同委員会は、就学措置決定のみならず、課題のある児童生徒に対する対

応・協議の場としての機能も有しており、必要に応じた対応を行ってい

ます。 

Ｎｏ.58 乳幼児の相談及び健診 

 相談や健診では、子どもたちの健やかな成長・発達を支えるために、最

も身近にいる保護者自身が子の発達を確認・促せるよう支援を行ってお

ります。必要に応じて、母子通園センター・乳幼児発達健診につなぐな

ど、専門機関の支援が受けられるよう連携を図ります。 
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●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

56 母子通園センター 

障がいのある児童の通園事業を行っていま

す。 

在宅で心身に障がいを有する児童に対し、早

期療育や集団生活への適応訓練と家族に対し

て必要な指導助言を進めます。 

 定期的、継続的なケース会議等を開催しま

す。情報と関わり方などの共有化を図り、

関係機関との連携を深めていきます。 

 専門職員の研修機会を拡充し、専門職員が

個々に障がいにあった関わりが出来るよ

うになることを目指していきます。 

 学童児の放課後、長期休業時の居場所づく

りを充実し、親子共に安心して過ごせる場

を提供します。 

 標津こども園に向けて、職員に留まらず、

町民すべてが障がいを理解できるような

働きかけを行いノーマライゼーションを

目指します。 

保 育 園 

57 標津町教育支援委員会 

小中学校に入学しようとする児童生徒並び

に、在学中で心身に障がいのある児童生徒の適

正な就学を推進するため、推進委員会において

必要な事項を調査し適正な就学を推進します。 

共生社会の形成に向けたインクルーシブ教

育システムの構築が国の方針として進められ

ているところであり、町としても趣旨に沿った

方策を検討しながら、適正な人員配置など国や

道への要望も行いながら、個に応じたきめ細か

い対応に努めます。 

教 育 委 員 会 

58 乳幼児の相談及び健診 

乳幼児から 3 歳までの相談や健診時に実施

する発達確認により、発達の遅れがある児につ

いては発達を促すための支援を行うとともに、

必要に応じ専門機関と連携を図ります。 

また、保護者自身が児の発達を確認し、状況

に応じて必要な支援が受けられるようにしま

す。 

保健福祉センター 
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 出産や子育てへの経済的支援 

平成26年3月、人口減少時代に挑戦する政策パッケージ（町民のライフサイク

ルを応援する新規・拡充20事業）を策定しました。 

政策パッケージの4つの柱の1つである「子宝・子育ての政策」として、次に掲

げる事業により、出産や子育てに関する経済的支援を図ります。 

なお、これらの事業は、事業開始から3年間で事業効果の検証を行い、その後

の事業のあり方（継続、廃止、改正等）について検討します。 

また、パッケージ事業以外にも、インフルエンザワクチン接種料金の助成や不

妊治療に対して北海道の助成に上乗せして町独自に助成を行っています。 

●○主な事業・施策○● 

№ 事業名 事業内容 担 当 

59 出産祝い金の給付 

新生児の誕生をお祝いするとともに、次代を

担う子どもの出産を奨励し、町の活性化と児童

の健全な発育を目的として「出産祝い金」を給

付します。 

第１子 ５万円、第２子 10 万円、 

第３子以降 50 万円 

※第 2 子、第 3 子以降の祝金は半額を商品

券とする。 

保健福祉センター 

60 幼稚園使用料の無料化 

学校教育法に基づいて設置している幼稚園

の使用料を無料化し、保護者負担の軽減と子育

て支援の充実を図ります。 

なお、27 年度からは、入園料､給食費、延

長保育料等も無料化いたします。 

教 育 委 員 会 

61 
１８歳までの医療費助

成 

子どもの福祉の増進、子育て世帯への支援を

目的として、標津町に住所を有する１８歳まで

の子どもにかかる医療費を助成します（全額無

料）。 

ただし、入院時の食事療養費、保険外負担（健

康診断、予防接種等）は対象外となります。 

住 民 生 活 課 

62 
乳幼児紙おむつ購入費

助成事業 

子を産み育てる養育者の負担軽減を図ると

ともに、次代を担う子の出産を奨励し、町の活

性化と児童の健全な育成に資することを目的

として、乳幼児が満２歳を迎えるまでの２年間

に使用する紙おむつ費用を１２万円として、相

当額分の町商工会商品券を４回に分けて支給

する。 

保健福祉センター 

63 保育園料の一部無料化 

平成２７年度から、３歳児以上の保育園料が

無料で、また 1 歳～２歳児が国の基準の１/４

（現在の保育料の半額）でご利用いただけるよ

うになります。 

教 育 委 員 会 
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第６章 計画推進のために 

 

 計画推進に向けて  

 庁内における推進体制の充実 

本計画の推進に当たっては、全庁的な体制のもとに、各年度においてその実施 

状況を把握・点検しながら、その後の対策を実施していきます。 

また、本町では、町をあげた人口増加対策として「人口減少時代に挑戦する政

策パッケージ」を展開しておりますので、連携を図りながら計画の推進に努めま

す。 

 

 住民参加による計画の推進 

この計画を推進するうえでは、住民の理解と参加が不可欠です。この計画の実

施状況などに係る情報を、住民に分かりやすく周知し、情報を共有することで、

広く意見や提言をしやすい環境づくりに努め、住民の参加と協力が得られる体制

の整備を図ります。 

 

 計画を推進するに当たってのそれぞれの役割 

この計画を推進し基本理念に沿ったまちづくりをするためには、行政だけでな

く、家庭、地域、保育園、幼稚園、学校、企業といった社会全体で、ともに考え、

行動していくことが重要です。そのためには、子ども・子育て支援という新しい

社会環境づくりに向けた意識を改革し、それぞれの立場での役割を果たしていく

必要があります。 

 

 ニーズに適した事業の取組を検討・推進していきます。 

 家庭、学校、地域、企業と連携を図りながら、幅広い視点から少子化対

策を推進します。 
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 男女の役割分担に対する意識を変え、父親が積極的に育児参加すること

が必要です。 

 家庭や子育てのあり方、少子化への理解を進め、親子のきずなを深める

とともに、安らぎの場としての家庭づくりに努める必要があります。 

 しつけ、扶養、家事、介護など、互いに助け合いながら、子どもに基本

的倫理観や社会的マナーなどの社会性、自制心や自立心を身につける機

会を与えることも重要です。 

 

 専門的な知識や施設を利用して、子どもの健やかな成長を育む教育、保

育の充実に努めていきます。 

 地域社会と連携し、住民が参加しやすい環境を整備するなど、地域にお

ける子育て支援機関としての役割を、これまで以上に果たしていきます。 

 

 子どもは次代を担う、かけがえのない宝であるとの認識の下、地域ぐる

みで子どもの成長や子育てができるよう、支援していく必要があります。 

 各種の地域団体などを中心にしながら、世代間交流や、積極的に地域の

催しに参加したりする機会を増やしていくなど、子どもの健全育成に関

する活動を積極的に展開する必要があります。 

 危険からの見守りなど、地域全体で子育て・子育ちを支援していく意識

の醸成が重要です。 

 

 男女がともに子育てと仕事の両立支援に取り組み、ゆとりのある働き方

を保障する労働環境の整備が必要です。 

 地域社会の一員として、地域社会への貢献と参画を、より一層進める必

要があります。 

 交通機関や店舗などの企業活動には、小さな子どもを連れていても、安

心して利用できるような配慮が必要です。 
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資料編 

 標津町子ども・子育て会議設置要綱 

（設置） 

第１条 子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号。以下「法」とい

う。）第 77 条第１項の趣旨に基づき、標津町子ども・子育て会議（以下「子

育て会議」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 子育て会議は、法第 77 条第１項各号に掲げる事務を処理するもの

とする。 

（組織） 

第３条 子育て会議は、委員 10 人以内をもって組織する。 

（委員および任期等） 

第４条 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。 

（１）子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

（２）子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（３）前２号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の

委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

（会長および副会長） 

第５条 子育て会議に、会長および副会長を置く。 

２ 会長および副会長は、委員の互選により定める。 

３ 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子育て会議の会議（以下この条において「会議」という。）は、会長

が召集する。 

２ 会長は、会議の議長となる。 

３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

（委任） 
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第７条 この要綱に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項

は、会長が子育て会議に諮って定める。 

 

附 則 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 
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 標津町子ども・子育て会議委員名簿 

              ≪任期：平成25年10月29日～平成27年10月28日≫ 

氏   名 備    考 

渡
わた

 辺
なべ

  好
よし

 之
ゆき

 町社会福祉協議会会長（学識経験者）  【会 長】 

大
おお

 井
い

  誠
せい

一郎
いちろう

 教育委員会指導主幹          【副会長】 

佐々木
さ さ き

  祐
ゆう

 子
こ

 幼稚園係長                  

宇
う

 野
の

  美奈子
み な こ

 保育園長                    

日
ひ

 吉
よし

  道
みち

 子
こ

 母子通園センター係長              

桐
きり

 島
しま

  愛
めぐ

 美
み

 川北児童館指導員         

松
まつ

 澤
ざわ

  直
なお

 子
こ

 標津幼稚園保護者         

潮
うしお

    真
ま

 琴
こと

 川北幼稚園保護者         

佐々木
さ さ き

  美
み

 香
か

 双葉保育園保護者       

久
く

 門
もん

  美
み

 穂
ほ

 親子交流館保護者（任期：平成 25 年 10 月 29 日～平成 27 年 2 月 15 日） 

大
おお

 石
いし

  さくら 親子交流館保護者（任期：平成 27 年 2 月 16 日～平成 27 年 10 月 28 日） 

畑
はた

 中
なか

   浩
ひろし

 保健福祉センター次長         【事務局】 

境
さかい

    輝
てる

 美
み

 教育委員会管理課主幹           〃 

黒
くろ

 澤
さわ

  哲
てつ

 也
や

   〃  生涯学習課長          〃 

小
お

 川
がわ

  健
けん

 次
じ

 保健福祉センター子育て支援室長      〃 

小野瀬
お の せ

  浩
こう

 也
や

       〃      係長      〃 

佐
さ

 藤
とう

  隆
りゅう

 一
いち

       〃      主任      〃 

 

【計画策定委託業者】 

菅
すが

 澤
さわ

  久
ひさ

 人
と

 ㈱ぎょうせい北海道支社ソリューション営業課主査 

御
み

 木
き

  俊
とし

 子
こ

 ㈱ぎょうせい主任研究員 
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